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礼
記
注
疏
訳
注
稿
（
十
二
）
―
曾
子
問
第
七
（
六
）
―

末
永

高
康

凡
例

一

本
稿
は
阮
刻
十
三
経
注
疏
の
礼
記
曾
子
問
第
七
（
三
月
而
廟
見
節
よ
り
曾

子
問
曰
古
者
師
行
節
ま
で
）
に
対
す
る
訳
注
稿
で
あ
る
。
た
だ
し
、
音
義

お
よ
び
校
勘
記
は
省
略
し
て
あ
る
。

二

底
本
は
嘉
慶
二
十
年
江
西
南
昌
府
学
開
雕
の
い
わ
ゆ
る
「
阮
刻
十
三
経
注

疏
本
」
を
用
い
た
が
、
八
行
本
（
『
影
印
南
宋
越
刊
八
行
本
礼
記
正
義
』

北
京
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
に
よ
る
）
等
に
よ
り
底
本
を
一
部
改
め

た
部
分
が
あ
る
。

三

各
部
分
の
冒
頭
に
底
本
に
お
け
る
葉
数
・
表
裏
・
行
数
を
示
し
た
。
疏
に

つ
い
て
は
適
宜
分
割
し
て
経
、
注
の
後
ろ
に
割
り
当
て
て
あ
る
。

四

十
三
経
注
疏
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
「
阮
刻
十
三
経
注
疏
本
」
の
巻

葉
数
を1-2a3

（
一
巻
二
葉
表
三
行
）
、4-5b6

（
四
巻
五
葉
裏
六
行
）
等
の

形
で
記
し
て
お
い
た
。
た
だ
し
、
巻
数
、
行
数
は
省
略
し
た
部
分
が
あ
る
。

【
経
】
（
十
六
葉
裏
七
行
）

○

孔
子
曰
、
嫁
女
之
家
、
三
夜
不
息
燭
、
思
相
離
也
。

［
書
き
下
し
文
］

○

孔
子
曰
く
①
、
女
を
嫁
す
る
の
家
、
三
夜
燭
を
息
め
ざ
る
は
、
相
ひ
離
る

る
を
思
へ
ば
な
り
。

①
こ
の
孔
子
言
は
『
韓
詩
外
伝
』
卷
二
に
「
嫁
女
之
家
、
三
夜
不
息
燭
、

思
相
離
也
。
取
婦
之
家
、
三
日
不
舉
樂
、
思
嗣
親
也
。
是
故
婚
禮
不
賀
、

人
之
序
也
。
三
月
而
廟
見
、
稱
來
婦
也
。
厥
明
見
舅
姑
、
舅
姑
降
于
西

階
、
婦
升
自
阼
階
、
授
之
室
也
」
と
引
か
れ
、
ま
た
『
白
虎
通
』
嫁
娶

で
も
「
禮
曰
、
「
嫁
女
之
家
、
不
絶
火
三
日
、
思
相
離
也
。
娶
婦
之
家
、

三
日
不
舉
樂
、
思
嗣
親
也
。
」
感
親
年
衰
老
代
至
也
。
禮
曰
、
「
婚
禮
不

賀
、
人
之
序
也
」
」
と
引
か
れ
て
い
る
（
傍
線
部
）
。
波
線
部
は
『
礼
記
』

郊
特
牲

26-20a

「
舅
姑
降
自
西
階
、
婦
降
自
阼
、
階
授
之
室
也
。
昏
禮

不
用
樂
、
幽
陰
之
義
也
。
樂
陽
氣
也
。
昏
禮
不
賀
、
人
之
序
也
。
」

［
現
代
語
訳
］

○
孔
子
は
言
わ
れ
た
、
娘
を
嫁
が
せ
る
家
が
、
三
夜
、
灯
火
を
と
も
し
続
け

る
の
は
、
互
い
に
離
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
思
う
か
ら
で
あ
る
。
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【
注
】
（
十
六
葉
裏
八
行
）

親
骨
肉
也
。

［
書
き
下
し
文
］

骨
肉
に
親
し
む
な
り
。

［
現
代
語
訳
］

骨
肉
の
者
を
い
と
お
し
む
か
ら
で
あ
る
。

【
経
】
（
十
六
葉
裏
八
行
）

取
婦
之
家
、
三
日
不
舉
樂
、
思
嗣
親
也
。

［
書
き
下
し
文
］

婦
を
取
る
の
家
、
三
日
楽
を
挙
げ
ざ
る
は
、
親
を
嗣
ぐ
を
思
へ
ば
な
り
。

［
現
代
語
訳
］

新
婦
を
娶
る
家
が
、
三
日
間
音
楽
を
演
奏
し
な
い
の
は
、
親
を
継
い
で
い
く
こ

と
（
＝
親
の
世
代
が
終
わ
る
こ
と
）
を
思
う
か
ら
で
あ
る
。

【
注
】
（
十
六
葉
裏
九
行
）

重
世
變
也
。

［
書
き
下
し
文
］

世
変
を
重
ん
ず
る
な
り
。

［
現
代
語
訳
］

世
代
の
交
代
を
重
ん
じ
る
か
ら
で
あ
る
。

【
疏
（
注
に
対
す
る
）
】
（
十
七
葉
裏
四
行
）

○
正
義
曰
、
所
以
不
舉
樂
者
、
思
念
己
之
取
妻
、
嗣
續
其
親
、
則
是
親
之
代
謝
、

所
以
悲
哀
感
傷
、
重
世
之
改
變
也
。

［
書
き
下
し
文
］

○
正
義
に
曰
く
、
楽
を
挙
げ
ざ
る
所
以
の
者
は
、
己
の
妻
を
取
る
は
、
其
の
親

を
嗣
続
す
れ
ば
、
則
ち
是
れ
親
の
代
謝
な
る
を
思
念
し
、
悲
哀
感
傷
し
て
、
世

の
改
変
を
重
ん
ず
る
所
以
な
り
。

［
現
代
語
訳
］

○
正
義
に
曰
く
、
音
楽
を
演
奏
し
な
い
理
由
は
、
自
分
が
妻
を
娶
る
と
い
う
こ

と
は
、
（
や
が
て
は
）
そ
の
親
を
継
ぐ
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
は
す
な
わ
ち
親

の
代
替
わ
り
を
意
味
す
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
哀
し
み
傷
ん
で

（
音
楽
を
演
奏
す
る
こ
と
は
せ
ず
）
、
世
代
の
移
り
変
わ
り
を
重
ん
じ
る
の
で

あ
る
。

【
経
】
（
十
七
葉
裏
五
行
）

三
月
而
廟
見
、
稱
來
婦
也
。
擇
日
而
祭
於
禰
、
成
婦
之
義
也
。

［
書
き
下
し
文
］

三
月
に
し
て
廟
見
し
、
来
婦
と
称
す
。
日
を
択
び
て
禰
に
祭
り
、
婦
の
義
を
成

す
な
り
、
と
。

［
現
代
語
訳
］

（
嫁
入
り
後
）
三
か
月
た
っ
て
（
舅
姑
の
）
廟
に
お
目
見
え
し
、
「
来
婦
」
と

称
す
る
の
だ
。
よ
き
日
を
択
ん
で
禰
廟
に
（
舅
姑
を
）
祭
り
、
（
舅
姑
に
つ
か

え
る
）
婦
人
と
し
て
の
義
を
成
就
す
る
の
で
あ
る
。
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【
注
】
（
十
七
葉
裏
六
行
）

謂
舅
姑
没
者
也
。
必
祭
成
婦
義
者
、
婦
有
供
養
之
禮
、
猶
舅
姑
存
時
、
盥
饋
特

豚
於
室
。

［
書
き
下
し
文
］

舅
姑
の
没
す
る
者
を
謂
ふ
な
り
。
必
ず
祭
り
て
婦
の
義
を
成
す
は
、
婦
に
供
養

の
礼
有
る
こ
と
、
猶
ほ
舅
姑
の
存
す
る
時
、
盥
（
て
あ
ら
）
ひ
て
特
豚
を
室
に

饋
る
が
ご
と
し
。

［
現
代
語
訳
］

舅
姑
が
亡
く
な
っ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
言
っ
た
も
の
だ
。
必
ず
（
舅
姑
の
神

霊
を
）
祭
っ
て
（
舅
姑
に
つ
か
え
る
と
い
う
）
婦
人
と
し
て
の
義
を
成
就
す
る

の
は
、
（
舅
姑
が
亡
く
な
っ
て
い
て
も
）
婦
人
に
は
（
舅
姑
に
食
を
）
供
え
養

う
礼
が
あ
り
、
そ
れ
は
舅
姑
が
存
命
で
あ
る
場
合
に
、
（
嫁
入
り
の
翌
日
に
）

手
洗
い
を
し
て
特
豚
（
一
匹
の
豚
を
解
体
し
た
肉
）
を
（
舅
姑
の
）
室
に
す
す

め
る
の
と
同
様
な
の
だ
。

【
疏
】
（
十
八
葉
表
三
行
）

○
正
義
曰
、
此
謂
舅
姑
亡
者
。
婦
入
三
月
之
後
、
而
於
廟
中
、
以
禮
見
於
舅
姑
。

其
祝
辭
告
神
、
稱
來
婦
也
。
謂
選
擇
吉
日
、
婦
親
自
執
饌
、
以
祭
於
禰
廟
、
以

成
就
婦
人
盥
饋
之
義
。

［
書
き
下
し
文
］

○
正
義
に
曰
く
、
此
れ
舅
姑
の
亡
き
者
を
謂
ふ
。
婦
入
り
て
三
月
の
後
、
廟
中

に
於
て
、
礼
を
以
て
舅
姑
に
見
ゆ
。
其
の
祝
辞
の
神
に
告
ぐ
る
に
、
来
婦
と
称

す
る
な
り
①
。
謂
ふ
こ
こ
ろ
は
、
吉
日
を
選
択
し
、
婦
親
自
（
み
ず
か
）
ら
饌

を
執
り
、
以
て
禰
廟
に
祭
り
、
以
て
婦
人
盥
饋
の
義
を
成
就
す
。

①
『
儀
礼
』
士
昏
礼

6-1a

「
若
舅
姑
既
沒
、
則
婦
入
三
月
、
乃
奠
菜
。

…1b

祝
盥
婦
盥
于
門
外
。
婦
執
笲
菜
。
祝
帥
婦
以
入
。
祝
告
稱
婦
之
姓

曰
、
某
氏
來
婦
敢
奠
嘉
菜
于
皇
舅
某
子
。
…2b

婦
降
堂
、
取
笲
菜
入
。

祝
曰
、
某
氏
來
婦
敢
告
于
皇
姑
某
氏
。
」

［
現
代
語
訳
］

○
正
義
に
曰
く
、
こ
れ
は
舅
姑
が
す
で
に
亡
く
な
っ
て
い
る
者
に
つ
い
て
言
っ

た
も
の
だ
。
嫁
入
り
し
て
三
か
月
の
後
、
（
舅
姑
の
）
廟
中
に
お
い
て
、
礼
に

従
っ
て
舅
姑
（
の
神
霊
）
に
お
目
に
か
か
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
神
霊
に
告

げ
る
祝
の
言
葉
に
お
い
て
、
「
来
婦
」
と
称
す
る
の
で
あ
る
。
吉
日
を
選
択
し

て
、
新
婦
自
ら
が
供
え
物
を
執
っ
て
、
禰
廟
に
（
舅
姑
を
）
祭
っ
て
、
そ
う
し

て
（
婚
礼
に
お
い
て
新
婦
が
舅
姑
に
初
め
て
仕
え
る
こ
と
を
示
す
）
婦
人
盥
饋

の
義
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
を
言
っ
た
も
の
だ
。

【
疏
（
注
に
対
す
る
）
】
（
十
八
葉
表
四
行
）

○
正
義
曰
、
若
舅
姑
存
者
、
於
當
夕
同
牢
之
後
、
明
日
婦
執
棗
栗
腶
脩
、
見
於

舅
姑
。
見
訖
、
舅
姑
醴
婦
。
醴
婦
訖
、
婦
以
特
豚
盥
饋
舅
姑
。
盥
饋
訖
、
舅
姑

饗
婦
、
更
無
三
月
廟
見
之
事
、
此
是
士
昏
禮
之
文
。
若
舅
姑
既
没
、
雖
昏
夕
同

牢
禮
畢
、
明
日
無
見
舅
姑
盥
饋
之
事
、
至
三
月
乃
奠
菜
於
舅
姑
之
廟
、
故
昏
禮

云
、
舅
姑
既
没
、
則
婦
入
三
月
、
乃
奠
菜
、
是
也
。
昏
禮
奠
菜
之
後
、
更
無
祭

舅
姑
之
事
。
此
云
祭
於
禰
者
、
正
謂
奠
菜
也
、
則
廟
見
奠
菜
祭
禰
是
一
事
也
。

［
書
き
下
し
文
］
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○
正
義
に
曰
く
、
若
し
舅
姑
存
す
れ
ば
、
当
夕
同
牢
①
の
後
に
於
て
、
明
日
、

婦
、
棗
・
栗
・
腶
脩
を
執
り
て
、
舅
姑
に
見
ゆ
。
見
ゆ
る
こ
と
訖
り
、
舅
姑
、

婦
に
醴
す
。
婦
に
醴
す
る
こ
と
訖
り
、
婦
、
特
豚
を
以
て
盥
ひ
て
舅
姑
に
饋
る
。

盥
ひ
饋
る
こ
と
訖
り
、
舅
姑
、
婦
を
饗
し
、
更
に
三
月
廟
見
の
事
無
し
、
此
れ

是
れ
士
昏
礼
の
文
な
り
②
。
若
し
舅
姑
既
に
没
す
れ
ば
、
昏
夕
同
牢
の
礼
畢
る

と
雖
も
、
明
日
舅
姑
に
見
へ
盥
ひ
饋
る
の
事
無
く
、
三
月
に
至
り
て
乃
ち
菜
を

舅
姑
の
廟
に
奠
（
そ
な
）
ふ
、
故
に
昏
礼6-1a

に
云
ふ
、
「
舅
姑
既
に
没
す
れ

ば
、
則
ち
婦
入
り
て
三
月
に
し
て
、
乃
ち
菜
を
奠
ふ
」
と
、
是
れ
な
り
。
昏
礼
、

菜
を
奠
ふ
る
の
後
、
更
に
舅
姑
を
祭
る
の
事
無
し
。
此
に
「
禰
に
祭
る
」
と
云

ふ
は
、
正
に
「
奠
菜
」
を
謂
ふ
な
り
、
則
ち
廟
見
、
奠
菜
、
祭
禰
是
れ
一
事
な

り
。

①
「
同
牢
」
の
語
は
『
儀
礼
』
に
は
見
え
な
い
。
『
儀
礼
』
士
昏
礼5-6b

「
三
飯
卒
食
」
に
対
す
る
注6b10

で
「
卒
、
已
也
。
同
牢
示
親
、
不
主

爲
食
、
起
三
飯
而
成
禮
也
」
と
見
え
て
い
る
。
『
礼
記
』
で
は
「
共
牢
」

の
語
が
用
い
ら
れ
る
（
郊
特
牲26-19b

／
昏
義61-5b
）
。

②
以
上
は
『
儀
礼
』
士
昏
礼5-10a

「
婦
執
笲
棗
栗
、
自
門
入
、
升
自
西

階
、
進
拜
奠
于
席
。10b

舅
坐
撫
之
、
興
荅
拜
。
婦
還
、
又
拜
。
降
階
、

受
笲
腶
脩
。
升
進
、
北
面
拜
奠
于
席
。
姑
坐
舉
以
興
、
拜
授
人
。
贊
醴

婦
。
…11b

舅
姑
入
于
室
。
婦
盥
饋
。
特
豚
合
升
側
載
。
…13a
舅
姑

共
饗
婦
以
一
獻
之
禮
」
を
節
引
し
た
も
の
。

［
現
代
語
訳
］

○
正
義
に
曰
く
、
も
し
舅
姑
が
健
在
で
あ
れ
ば
、
（
親
迎
し
た
）
当
夕
に
（
新

郎
・
新
婦
が
初
め
て
飲
食
を
共
に
す
る
）
同
牢
の
儀
を
終
え
た
後
、
明
日
に
、

新
婦
は
、
棗
（
な
つ
め
）
・
栗
・
腶
脩
（
ほ
し
じ
）
を
執
っ
て
、
舅
姑
に
お
目

見
え
す
る
。
お
目
見
え
が
終
わ
れ
ば
、
舅
姑
は
、
新
婦
に
醴
（
に
ご
り
ざ
け
）

を
与
え
る
。
新
婦
に
醴
を
与
え
る
こ
と
が
終
わ
れ
ば
、
新
婦
は
手
洗
い
を
し
て

一
匹
の
豚
（
を
解
体
し
た
肉
）
で
舅
姑
に
食
を
す
す
め
る
。
手
洗
い
し
食
を
す

す
め
る
こ
と
が
終
わ
れ
ば
、
舅
姑
は
新
婦
を
食
で
も
て
な
す
の
で
（
婚
礼
に
お

け
る
舅
姑
と
の
や
り
と
り
が
終
わ
る
の
で
）
あ
っ
て
、
さ
ら
に
三
か
月
後
に
廟

見
す
る
と
い
う
事
は
し
な
い
、
以
上
が
士
昏
礼
の
文
（
の
概
略
）
で
あ
る
。
も

し
舅
姑
が
す
で
に
亡
く
な
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
（
親
迎
し
た
）
当
夕
の
同
牢
の

礼
が
終
わ
っ
て
も
、
明
日
の
舅
姑
に
お
目
見
え
し
て
手
洗
い
し
食
を
す
す
め
る

儀
は
無
く
て
、
（
嫁
入
り
の
）
三
か
月
後
に
な
っ
て
菜
（
あ
お
も
の
）
を
舅
姑

の
廟
に
そ
な
え
（
て
そ
の
神
霊
に
見
え
）
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
『
儀
礼
』
士

昏
礼
に
、「
舅
姑
が
す
で
に
亡
く
な
っ
て
い
れ
ば
、
嫁
入
り
し
て
三
か
月
し
て
、

そ
こ
で
菜
を
そ
な
え
る
」
と
い
う
の
だ
。
士
昏
礼
で
は
、
菜
を
そ
な
え
た
後
、

さ
ら
に
舅
姑
を
祭
る
事
は
記
さ
れ
て
い
な
い
の
に
、
こ
こ
で
「
禰
に
祭
る
」
と

言
っ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
し
く
「
菜
を
そ
な
え
る
」
こ
と
を
言
っ
た
も
の
だ
。

つ
ま
り
は
「
廟
見
（
廟
に
ま
み
え
る
）
」
、
「
奠
菜
（
菜
を
そ
な
え
る
）
」
、
「
祭

禰
（
父
廟
に
祭
る
）
」
は
一
つ
の
事
な
の
で
あ
る
。

【
疏
（
注
に
対
す
る
）
：
つ
づ
き
】
（
十
八
葉
表
八
行
）

熊
氏
云
、
如
鄭
義
、
則
從
天
子
以
下
至
於
士
、
皆
當
夕
成
昏
、
舅
姑
没
者
、
三

月
廟
見
。
故
成
九
年
季
文
子
如
宋
致
女
。
鄭
云
、
致
之
使
孝
。
非
是
始
致
於
夫

婦
也
。
又
隱
八
年
鄭
公
子
忽
先
配
而
後
祖
。
鄭
以
祖
爲
祖
道
之
祭
、
應
先
爲
祖

道
、
然
後
配
合
、
今
乃
先
爲
配
合
、
而
後
乃
爲
祖
道
之
祭
。
如
鄭
此
言
、
是
皆

當
夕
成
昏
也
。
若
賈
服
之
義
、
大
夫
以
上
無
問
舅
姑
在
否
、
皆
三
月
見
祖
廟
之
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後
、
乃
始
成
昏
。
故
譏
鄭
公
子
忽
先
爲
配
匹
乃
見
祖
廟
、
故
服
虔
注
云
、
季
文

子
如
宋
致
女
謂
成
昏
。
是
三
月
始
成
昏
、
與
鄭
義
異
也
。

［
書
き
下
し
文
］

熊
氏
云
ふ
、
「
鄭
義
の
如
く
ん
ば
、
則
ち
天
子
従
り
以
下
士
に
至
る
ま
で
、
皆

な
当
夕
昏
を
成
し
、
舅
姑
没
す
る
者
、
三
月
に
し
て
廟
見
す
。
故
に
成
九
年
、

季
文
子
、
宋
に
如
き
て
女
を
致
す
①
。
鄭
云
ふ
、「
之
を
致
し
て
孝
た
ら
し
む
」

と
。
是
れ
始
め
て
夫
婦
を
致
す
に
非
ざ
る
な
り
。
又
た
隠
八
年
、
鄭
の
公
子
忽

先
ず
配
し
て
而
る
後
に
祖
す
②
。
鄭
、
祖
を
以
て
祖
道
の
祭
③
と
為
す
。
応
に

先
ず
祖
道
を
為
し
て
、
然
る
後
に
配
合
す
べ
き
に
、
今
乃
ち
先
に
配
合
を
為
し

て
、
而
る
後
に
乃
ち
祖
道
の
祭
を
為
す
。
鄭
の
此
の
言
の
如
く
ん
ば
、
是
れ
皆

な
当
夕
昏
を
成
す
な
り
。
賈
服
の
義
の
若
き
は
、
大
夫
以
上
は
舅
姑
の
在
り
や

否
や
を
問
ふ
こ
と
無
く
、
皆
な
三
月
に
祖
廟
に
見
え
て
の
後
④
、
乃
ち
始
め
て

昏
を
成
す
。
故
に
鄭
の
公
子
忽
の
先
ず
配
匹
を
為
し
て
乃
ち
祖
廟
に
見
ゆ
る
を

譏
る
、
故
に
服
虔
注
に
云
ふ
、
「
季
文
子
、
宋
に
如
き
て
女
を
致
す
を
、
成
昏

と
謂
ふ
」
と
。
是
れ
三
月
に
し
て
始
め
て
成
昏
す
、
鄭
義
と
異
る
な
り
」
と
。

①
『
春
秋
左
氏
伝
』
成
公
九
年
経26-23b

「
二
月
、
伯
姫
歸
于
宋
。
夏
、

季
孫
行
父
如
宋
致
女
（
＝
伯
姫
）
。
」
伝26-24b

「
二
月
、
伯
姫
歸
于
宋
。

…25a

夏
、
季
文
子
如
宋
致
女
、
復
命
。
」
杜
預23b6

は
「
女
嫁
三
月
、

又
使
大
夫
隨
加
聘
問
、
謂
之
致
女
、
所
以
致
成
婦
禮
、
篤
昏
姻
之
好
」

と
注
す
る
。

②
『
春
秋
左
氏
伝
』
隠
公
八
年
伝

4-9b

「
四
月
甲
辰
、
鄭
公
子
忽
如
陳

逆
婦
媯
。
辛
亥
、
以
媯
氏
歸
。
甲
寅
、
入
于
鄭
。
陳
鍼
子
送
女
、
先
配

而
後
祖
。
鍼
子
曰
、
是
不
爲
夫
婦
。
誣
其
祖
矣
、
非
禮
也
。
何
以
能
育
。
」

杜
預10a2

は
「
禮
、
逆
婦
必
先
告
祖
廟
而
後
行
。
故
楚
公
子
圍
稱
告
莊

共
之
廟
。
鄭
忽
先
逆
歸
而
後
告
廟
、
故
曰
先
配
而
後
祖
」
と
注
す
る
（
「
楚

公
子
圍
稱
告
莊
共
之
廟
」
は
『
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
元
年
伝41-3a

参
照
）
。

以
下
で
引
か
れ
る
鄭
玄
説
、
賈
逵
説
は
こ
の
疏

10a4

「
先
配
後
祖
、
多

有
異
説
。
賈
逵
以
配
爲
成
夫
婦
也
。
禮
齊
而
未
配
、
三
月
廟
見
、
然
後

配
。
案
昏
禮
、
親
迎
之
夜
、
衽
席
相
連
、
是
士
禮
不
待
三
月
也
。
禹
娶

塗
山
、
四
日
即
去
、
而
有
啓
生
焉
、
亦
不
三
月
乃
配
、
是
賈
之
謬
也
。

鄭
衆
以
配
爲
同
牢
食
也
。
先
食
而
後
祭
祖
、
無
敬
神
之
心
、
故
曰
誣
其

祖
也
。
案
昏
禮
、
婦
既
入
門
、
即
設
同
牢
之
饌
、
其
間
無
祭
祀
之
事
。

先
祭
乃
食
、
禮
無
此
文
、
是
鄭
之
妄
也
。
鄭
玄
以
祖
爲
軷
道
之
祭
也
。

先
爲
配
匹
、
而
後
祖
道
、
言
未
去
而
行
配
。
案
傳
既
言
入
于
鄭
、
乃
云

先
配
而
後
祖
、
寧
是
未
去
之
事
也
。
若
未
去
先
配
、
則
鍼
子
在
陳
譏
之
、

何
須
云
送
女
也
。
此
三
説
皆
滯
、
故
杜
引
楚
公
子
圍
告
廟
之
事
、
言
鄭

忽
先
逆
婦
而
後
告
廟
、
故
曰
先
配
而
後
祖
」
参
照
。

③
「
祖
道
の
祭
」
に
つ
い
て
は
『
儀
礼
』
聘
礼
（
記
）24-4b

に
「
出
祖
、

釋
軷
、
祭
酒
脯
、
乃
飲
酒
于
其
側
」
と
見
え
る
。
そ
の
鄭
注4b2

に
「
詩

（
大
雅
・
生
民
）
傳17.1-16b2

曰
、
軷
、
道
祭
也
。
謂
祭
道
路
之
神
。

春
秋
（
左
氏
襄
公
二
十
八
年
）
傳38-22a

曰
、
軷
涉
山
川
。
然
則
軷
山

行
之
名
也
。
道
路
以
險
阻
爲
難
、
是
以
委
土
爲
山
、
或
伏
牲
其
上
、
使

者
爲
軷
祭
酒
脯
、
祈
告
也
。
卿
大
夫
處
者
、
於
是
餞
之
、
飲
酒
於
其
側
。

禮
畢
、
乘
車
轢
之
而
遂
行
、
舍
於
近
郊
矣
。
其
牲
犬
羊
可
也
」
と
あ
る
。

ま
た
『
周
礼
』
夏
官
・
大
馭
「
犯
軷
」
注32-15a7

参
照
。

④
『
儀
礼
』
士
昏
礼
（
記
）6-8a

で
も
「
婦
入
三
月
、
然
後
祭
行
」
と
、

嫁
入
り
し
て
三
か
月
後
に
な
っ
て
は
じ
め
て
祭
祀
に
関
与
し
得
る
こ
と
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が
記
さ
れ
て
い
る
。

［
現
代
語
訳
］

熊
安
生
は
以
下
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
、
「
鄭
玄
の
解
釈
の
よ
う
で
あ
れ
ば
、

天
子
か
ら
士
に
至
る
ま
で
、
み
な
（
親
迎
し
た
）
当
夕
に
婚
礼
が
成
立
す
る
の

で
あ
り
、
（
た
だ
）
舅
姑
が
亡
く
な
っ
て
い
る
場
合
に
（
の
み
）
、
三
か
月
後

に
廟
見
す
る
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
（
『
春
秋
』
の
）
成
公
九
年
に
、
季
文
子

が
宋
に
行
っ
て
「
女
を
致
す
」
と
あ
る
の
に
対
し
、
鄭
玄
は
「
新
婦
を
導
い
て

（
舅
姑
に
対
し
て
）
孝
で
あ
る
よ
う
に
さ
せ
る
」
と
解
し
て
い
る
。（
よ
っ
て
）

こ
れ
は
（
こ
こ
で
）
は
じ
め
て
夫
婦
と
な
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。
ま

た
（
『
春
秋
』
の
）
隠
公
八
年
に
、
鄭
の
公
子
忽
が
「
先
ず
配
し
て
而
る
後
に

祖
す
」
と
あ
り
、
鄭
玄
は
こ
の
「
祖
」
を
（
道
路
の
神
を
祭
る
）
祖
道
の
祭
と

解
し
て
い
る
。
（
国
を
離
れ
る
に
先
立
っ
て
）
ま
ず
祖
道
の
祭
り
を
行
っ
て
、

そ
れ
か
ら
夫
婦
の
配
合
を
行
う
べ
き
で
あ
る
の
に
、
今
か
え
っ
て
先
に
夫
婦
の

配
合
を
行
っ
て
、
そ
の
後
に
よ
う
や
く
祖
道
の
祭
を
行
っ
て
い
る
（
と
解
す
る

わ
け
で
あ
る
）
。
鄭
玄
の
こ
の
言
葉
の
よ
う
で
あ
れ
ば
、
（
身
分
を
問
わ
ず
）

み
な
（
親
迎
し
た
）
当
夕
に
婚
礼
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
賈
逵
・
服
虔
の

解
釈
は
、
大
夫
以
上
の
場
合
は
舅
姑
が
存
命
で
あ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、

み
な
（
親
迎
の
）
三
か
月
後
に
祖
廟
に
お
目
見
え
し
た
後
で
、
そ
こ
で
初
め
て

成
婚
す
る
と
考
え
る
。
よ
っ
て
鄭
の
公
子
忽
が
先
ず
（
夫
婦
と
し
て
の
）
配
匹

を
お
こ
な
っ
て
そ
れ
か
ら
祖
廟
に
見
え
た
の
を
（
『
春
秋
』
は
）
非
難
し
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
服
虔
注
に
は
、
「
季
文
子
が
、
宋
に
行
っ
て
「
女
を

致
す
」
の
を
、
成
婚
と
言
う
の
だ
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
三
か
月
後
に
初
め
て
成

婚
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
鄭
玄
の
解
釈
と
は
異
る
の
だ
。
」

【
疏
（
注
に
対
す
る
）
：
つ
づ
き
】
（
十
八
葉
裏
二
行
）

若
舅
姑
偏
有
没
者
、
庾
氏
云
、
昏
夕
厥
明
、
即
見
其
存
者
、
以
行
盥
饋
之
禮
。

至
三
月
、
不
須
廟
見
亡
者
。
崔
氏
云
、
厥
明
婦
盥
饋
於
其
存
者
、
三
月
廟
見
於

其
亡
者
。
未
知
孰
是
。
此
盥
饋
廟
見
、
皆
謂
適
婦
。
其
庶
婦
、
按
士
昏
禮
、
庶

婦
則
使
人
醮
之
、
婦
不
饋
。
注
云
、
使
人
醮
之
、
不
饗
也
。
不
饋
者
、
共
養
統

於
適
也
。
以
此
言
之
、
則
庶
婦
不
饋
舅
姑
、
舅
姑
不
饗
也
、
使
人
醮
之
以
酒
而

已
。
既
不
饋
、
亦
不
廟
見
也
。
昏
禮
唯
云
不
饋
、
不
云
不
見
、
則
庶
婦
亦
以
棗

栗
腶
脩
見
舅
姑
也
。
三
月
廟
見
之
禮
、
必
待
三
月
一
時
、
天
氣
改
變
、
乃
可
以

事
神
也
。

［
書
き
下
し
文
］

若
し
舅
姑
偏
に
没
す
る
者
有
ら
ば
、
庾
氏
云
ふ
、
「
昏
夕
の
厥
の
明
、
即
ち
其

の
存
す
る
者
に
見
え
、
以
て
盥
饋
の
礼
を
行
ふ
。
三
月
に
至
り
、
亡
き
者
に
廟

見
す
る
を
須
（
も
ち
）
ひ
ず
」
と
。
崔
氏
云
ふ
、
「
厥
の
明
、
婦
其
の
存
す
る

者
に
盥
饋
し
、
三
月
に
其
の
亡
き
者
に
廟
見
す
」
と
。
未
だ
孰
れ
の
是
な
る
か

を
知
ら
ず
。
此
の
盥
饋
廟
見
、
皆
な
適
婦
を
謂
ふ
。
其
の
庶
婦
は
、
按
ず
る
に

士
昏
礼
に
、
「
庶
婦
は
則
ち
人
を
し
て
之
に
醮
せ
し
む
、
婦
は
饋
ら
ず
」
と
。

注
に
云
ふ
、
「
人
を
し
て
之
に
醮
せ
し
む
る
は
、
饗
せ
ざ
る
な
り
。
饋
ら
ざ
る

は
、
共
養
は
適
に
統
べ
ら
る
れ
ば
な
り
」
と
①
。
此
を
以
て
之
を
言
は
ば
、
則

ち
庶
婦
は
舅
姑
に
饋
ら
ず
、
舅
姑
も
饗
せ
ず
、
人
を
し
て
之
に
醮
す
る
に
酒
を

以
て
せ
し
む
る
の
み
。
既
に
饋
ら
ず
、
亦
た
廟
見
せ
ざ
る
な
り
。
昏
礼
唯
だ
饋

ら
ざ
る
を
云
ひ
、
見
え
ざ
る
を
云
は
ざ
れ
ば
、
則
ち
庶
婦
も
亦
た
棗
・
栗
・
腶

脩
を
以
て
舅
姑
に
見
ゆ
る
な
り
。
三
月
廟
見
の
礼
、
必
ず
三
月
一
時
を
待
つ
は
、
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天
気
改
変
し
て
、
乃
ち
以
て
神
に
事
ふ
べ
し
。

①
『
儀
礼
』
士
昏
礼
（
記
）6-8a

「
庶
婦
則
使
人
醮
之
、
婦
不
饋
。
」
注8a7

「
庶
婦
、
庶
子
之
婦
也
。
使
人
醮
之
、
不
饗
也
。
酒
不
酬
酢
曰
醮
、
亦

有
脯
醢
。
適
婦
酌
之
以
醴
尊
之
、
庶
婦
酌
之
以
酒
卑
之
、
其
儀
則
同
。

不
饋
者
、
共
養
統
於
適
也
。
」

［
現
代
語
訳
］

も
し
舅
姑
の
一
方
だ
け
が
亡
く
な
っ
て
い
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
庾
蔚
之
は
、

「
嫁
入
り
の
そ
の
明
日
に
、
舅
姑
の
存
命
の
も
の
に
お
目
見
え
し
、
そ
う
し
て

盥
饋
の
礼
を
行
う
。
三
か
月
後
に
、
舅
姑
の
亡
く
な
っ
て
い
る
も
の
に
廟
見
す

る
必
要
は
な
い
」
と
言
い
、
崔
霊
恩
は
、
「
嫁
入
り
の
明
日
に
、
新
婦
は
舅
姑

の
存
命
の
も
の
に
盥
饋
の
礼
を
行
い
、
三
か
月
後
に
舅
姑
の
亡
く
な
っ
て
い
る

も
の
に
廟
見
す
る
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
が
正
し
い
の
か
は
分
か
ら
な

い
。
こ
こ
で
の
盥
饋
・
廟
見
の
礼
は
、
い
ず
れ
も
適
婦
（
嫡
子
の
新
婦
）
に
つ

い
て
言
っ
た
も
の
。
庶
婦
（
庶
子
の
新
婦
）
に
つ
い
て
は
、
思
う
に
（
『
儀
礼
』
）

士
昏
礼
に
、
「
庶
婦
に
は
代
理
の
も
の
に
よ
っ
て
酒
を
す
す
め
さ
め
、
新
婦
は

（
舅
姑
に
）
食
を
す
す
め
な
い
」
と
あ
り
、
注
に
、
「
代
理
の
も
の
に
酒
を
す

す
め
さ
せ
る
の
は
、
（
舅
姑
自
ら
が
酒
食
で
）
も
て
な
さ
な
い
と
い
う
こ
と
。

（
庶
婦
が
舅
姑
に
）
食
を
す
す
め
な
い
の
は
、
（
舅
姑
へ
の
）
供
養
は
適
婦
に

統
括
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
こ
よ
り
す
れ
ば
、
庶
婦
は
舅

姑
に
食
を
す
す
め
な
い
し
、
舅
姑
も
（
庶
婦
を
酒
食
で
）
も
て
な
さ
ず
、
代
理

の
も
の
に
返
杯
を
と
も
な
わ
な
い
形
の
酒
を
す
す
め
る
だ
け
な
の
だ
。
（
存
命

の
舅
姑
に
対
し
て
）
食
を
す
す
め
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
（
亡
く
な
っ
た
舅
姑
に

対
し
て
も
）
ま
た
廟
見
し
な
い
の
だ
。
士
昏
礼
で
た
だ
（
舅
姑
に
）
食
を
す
す

め
な
い
こ
と
だ
け
を
言
い
、
（
舅
姑
に
）
お
目
見
え
し
な
い
と
言
っ
て
い
な
い

こ
と
よ
り
す
れ
ば
、
庶
婦
も
ま
た
棗
・
栗
・
腶
脩
を
執
っ
て
舅
姑
に
お
目
見
は

す
る
の
だ
。
三
月
廟
見
の
礼
に
お
い
て
、
必
ず
一
シ
ー
ズ
ン
三
か
月
を
待
つ
の

は
、
（
季
節
が
め
ぐ
り
）
天
の
気
が
移
り
変
わ
っ
て
か
ら
、
よ
う
や
く
神
霊
に

つ
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。

【
経
】
（
十
七
葉
裏
七
行
）

○
曾
子
問
曰
、
女
未
廟
見
而
死
、
則
如
之
何
。
孔
子
曰
、
不
遷
於
祖
、
不
祔
於

皇
姑
、
壻
不
杖
不
菲
不
次
、
歸
葬
于
女
氏
之
黨
、
示
未
成
婦
也
。

［
書
き
下
し
文
］

○
曾
子
問
ひ
て
曰
く
、
女
未
だ
廟
見
せ
ず
し
て
死
す
れ
ば
、
則
ち
之
を
如
何
せ

ん
、
と
。
孔
子
曰
く
、
祖
に
遷
さ
ず
、
皇
姑
①
に
祔
せ
ず
、
壻
は
杖
つ
か
ず
、

菲
せ
ず
、
次
せ
ず
、
帰
り
て
女
氏
の
党
に
葬
る
は
、
未
だ
婦
と
成
ら
ざ
る
を
示

す
な
り
、
と
。

①
「
皇
姑
」
は
『
儀
礼
』
士
昏
礼
の
「
若
舅
姑
既
没
」
の
部
分
の
口
上6-2b3

に
見
え
る
。

［
現
代
語
訳
］

○
曾
子
は
質
問
し
て
言
っ
た
、
新
婦
が
ま
だ
廟
見
し
な
い
う
ち
に
亡
く
な
っ
た

な
ら
ば
、
ど
う
い
た
し
ま
す
か
。
孔
子
は
言
わ
れ
た
、
（
埋
葬
に
先
立
っ
て
新

郎
側
の
）
祖
先
の
廟
に
朝
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
（
埋
葬
後
の
神
霊
を
新
郎
の
母

た
る
）
皇
姑
の
列
に
な
ら
べ
る
こ
と
も
せ
ず
、
新
郎
は
（
斉
衰
に
服
し
は
す
る

が
通
常
と
異
な
り
）
杖
を
つ
か
ず
、
草
履
を
は
か
ず
、
（
喪
に
服
す
）
仮
の
や

ど
り
に
止
ま
ら
ず
、
（
新
婦
の
遺
体
が
実
家
に
）
帰
っ
て
新
婦
側
の
一
族
の
も

礼記注疏訳注稿（十二）―曾子問第七（六）―（末永）
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と
で
葬
る
の
は
、
（
舅
姑
の
認
可
を
得
て
お
ら
ず
）
ま
だ
（
嫁
ぎ
先
の
祭
祀
を

司
る
）
主
婦
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
の
だ
。

【
注
】
（
十
七
葉
裏
九
行
）

遷
、
朝
廟
也
。
壻
雖
不
備
喪
禮
、
猶
爲
之
服
齊
衰
也
。

［
書
き
下
し
文
］

遷
は
、
廟
に
朝
す
る
な
り
①
。
壻
喪
礼
を
備
へ
ず
と
雖
も
、
猶
ほ
之
が
為
に
斉

衰
に
服
す
。

①
『
儀
礼
』
既
夕
礼38-4a
「
（
啓
殯
の
後
）
遷
于
祖
用
軸
。
」
注4b1

「
遷
、

徙
也
。
徙
於
祖
、
朝
祖
廟
也
。
」

［
現
代
語
訳
］

「
遷
」
は
、
（
埋
葬
に
先
立
っ
て
祖
先
の
）
廟
に
朝
す
る
こ
と
。
（
こ
の
場
合
）

新
郎
は
（
妻
に
対
す
る
）
喪
礼
を
す
べ
て
備
え
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
で

も
な
お
亡
妻
の
た
め
に
斉
衰
に
服
す
る
の
だ
。

【
疏
】
（
十
八
葉
裏
六
行
）

○

婦
既
死
於
己
寢
、
將
反
葬
於
女
氏
之
黨
、
故
其
柩
不
遷
移
、
朝
於
壻
之
祖

廟
。
言
祔
祭
之
時
、
又
不
得
祔
於
皇
姑
廟
也
。
皇
、
大
也
、
君
也
。
稱
皇
者
、

尊
之
也
。
凡
人
爲
妻
齊
衰
、
杖
而
菲
屨
。
今
壻
爲
之
不
杖
不
菲
不
次
、
菲
、
草

屨
也
。
不
次
、
謂
不
別
處
止
哀
次
也
。
壻
爲
妻
合
服
齊
衰
、
杖
而
菲
屨
、
及
止

哀
次
。
今
未
廟
見
而
死
、
其
壻
唯
服
齊
衰
而
已
。
其
柩
還
歸
、
葬
於
女
氏
之
黨
、

以
其
未
廟
見
、
不
得
舅
姑
之
命
、
示
若
未
成
婦
然
。
其
實
已
成
婦
、
但
示
之
未

成
婦
禮
、
欲
見
其
不
敢
自
專
也
。

［
書
き
下
し
文
］

○

婦
既
に
己
が
寝
に
死
す
れ
ば
、
将
に
反
り
て
女
氏
の
党
に
葬
ら
ん
と
す
、

故
に
其
の
柩
、
遷
移
し
て
、
壻
の
祖
廟
に
朝
せ
ざ
る
な
り
。
祔
祭
の
時
、
又
た

皇
姑
の
廟
に
祔
す
る
を
得
ざ
る
を
言
ふ
。
皇
は
、
大
な
り
、
君
な
り
①
。
皇
と

称
す
る
は
、
之
を
尊
ぶ
な
り
。
凡
そ
人
、
妻
の
為
に
斉
衰
し
、
杖
つ
き
て
菲
屨

は
く
②
。
今
壻
之
が
為
に
杖
つ
か
ず
菲
せ
ず
次
せ
ず
、
菲
は
、
草
屨
な
り
③
。

次
せ
ざ
る
は
、
別
に
処
り
て
哀
次
③
に
止
ま
ら
ざ
る
を
謂
ふ
。
壻
、
妻
の
為
に

合
（
ま
さ
）
に
斉
衰
を
服
し
、
杖
し
て
菲
屨
は
き
、
及
び
哀
次
に
止
ま
る
べ
し
。

今
未
だ
廟
見
せ
ず
し
て
死
す
、
其
の
壻
唯
だ
斉
衰
を
服
す
る
の
み
。
其
の
柩
還

帰
し
、
女
氏
の
党
に
葬
る
は
、
其
の
未
だ
廟
見
せ
ず
、
舅
姑
の
命
を
得
ざ
る
を

以
て
、
未
だ
婦
と
成
ら
ざ
る
が
若
く
然
る
を
示
す
。
其
の
実
已
に
婦
と
成
る
、

但
だ
之
に
未
だ
婦
礼
を
成
さ
ざ
る
を
示
し
、
其
の
敢
て
自
ら
専
ら
に
せ
ざ
る
を

見
さ
ん
と
欲
す
る
の
み
。

①
「
皇
、
大
也
」
は
『
説
文
』
王
部1s18b

の
説
解
。
「
皇
、
君
也
」
の

訓
は
『
爾
雅
』
釈
詁
上1-8b

。

②
『
儀
礼
』
喪
服
（
斉
衰
杖
期
）30-4b

「
疏
衰
裳
齊
、
牡
麻
絰
、
冠
布

纓
、
削
杖
、
布
帶
、
疏
屨
、
期
者
、
…6b

妻
」
参
照
。
「
菲
」
は
『
儀

礼
』
の
経
・
記
に
見
え
な
い
が
、
喪
服
伝
に
は28-5b

「
菅
屨
者
、
菅
菲

也
。
」29-8b

「
繩
屨
者
、
繩
菲
也
。
」
（
以
上
斬
衰
三
年
）30-1b

「
疏
屨

者
、
藨
蒯
之
菲
也
。
」
（
斉
衰
三
年
）
の
三
か
所
に
見
え
、
「
屨
」
と
等
置

さ
れ
て
い
る
。

③
『
説
文
』
尸
部8s73b

「
屝
、
履
屬
」
の
段
注

73b3

は
「
菲
者
、
屝

之
假
借
字
」
と
す
る
。『
春
秋
左
氏
伝
』
僖
公
四
年
伝
注12-13b4

「
屝
、
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草
屨
」
参
照
。

③
「
哀
次
」
は
『
儀
礼
』
士
喪
礼37-7a

「
闔
門
、
主
人
揖
、
就
次
」
の

「
次
」
（
鄭
注

7a

「
次
、
謂
斬
衰
倚
廬
、
齊
衰
堊
室
也
」
）
に
同
じ
。
こ

の
意
味
で
の
用
例
は
『
礼
記
』
雑
記
下42-5b

に
も
「
子
貢
問
喪
。
子
曰
、

敬
爲
上
、
哀
次
之
瘠
爲
下
」
と
見
え
て
い
る
。

［
現
代
語
訳
］

○

新
婦
が
（
廟
見
前
に
）
す
で
に
新
郎
の
寝
（
奥
座
敷
）
で
亡
く
な
っ
た
場

合
は
、
（
実
家
に
）
帰
っ
て
新
婦
側
の
一
族
の
も
と
で
葬
る
の
だ
。
だ
か
ら
そ

の
柩
は
、
（
埋
葬
に
向
け
て
）
運
び
移
す
の
に
、
新
郎
の
祖
廟
に
朝
す
る
こ
と

を
し
な
い
。
（
そ
の
御
霊
を
祖
先
に
列
に
置
く
）
祔
祭
の
時
も
、
ま
た
（
新
郎

の
母
た
る
）
皇
姑
の
廟
に
祔
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
言
う
の
だ
。「
皇
」
は
、

「
大
」
、
「
君
」
の
意
。
「
皇
」
（
を
冠
し
て
「
皇
姑
」
）
と
称
す
る
の
は
、
こ
れ

を
尊
ん
で
の
こ
と
で
あ
る
。
一
般
に
は
、
妻
の
為
に
は
斉
衰
を
身
に
付
け
、
杖

を
つ
い
て
菲
を
は
く
が
、
今
（
こ
の
場
合
は
）
新
郎
が
亡
く
な
っ
た
妻
の
為
に

杖
を
つ
か
ず
「
菲
」
を
は
か
ず
「
次
」
に
い
な
い
。
（
こ
こ
で
）
「
菲
」
と
は
、

草
履
の
こ
と
で
あ
り
、
「
次
」
に
い
な
い
と
は
、
別
の
場
所
に
居
て
（
喪
に
服

す
仮
の
い
お
り
で
あ
る
）
哀
次
に
止
ま
ら
な
い
こ
と
を
言
う
。
新
郎
は
、
妻
の

為
に
は
斉
衰
を
身
に
付
け
、
杖
を
つ
い
て
草
履
を
は
き
、
哀
次
に
止
ま
る
べ
き

で
あ
る
が
。
今
（
こ
の
場
合
は
）
ま
だ
廟
見
し
な
い
で
亡
く
な
っ
て
い
る
か
ら
、

そ
の
新
郎
は
た
だ
斉
衰
を
身
に
付
け
る
だ
け
な
の
だ
。
新
婦
の
柩
が
（
実
家
に
）

帰
還
し
て
、
新
婦
側
の
一
族
の
も
と
で
葬
る
の
は
、
新
婦
が
ま
だ
廟
見
し
て
お

ら
ず
、
舅
姑
か
ら
の
許
し
を
得
て
い
な
い
の
で
、
ま
だ
婦
人
と
な
っ
て
い
な
い

か
の
よ
う
に
示
し
た
も
の
だ
。
実
質
的
に
は
す
で
に
婦
人
と
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
ま
だ
新
婦
と
な
る
礼
を
完
遂
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
、
（
婚
姻

に
関
し
て
）
自
ら
が
専
断
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
あ
ら
わ
そ
う
と
し

た
も
の
な
の
だ
。

【
疏
（
注
に
対
す
る
）
】
（
十
八
葉
裏
九
行
）

○
正
義
曰
、
此
經
但
云
不
杖
不
菲
、
不
云
不
服
、
故
知
服
齊
衰
。
其
女
之
父
母
、

則
爲
之
降
服
大
功
。
以
其
非
在
家
、
壻
爲
之
服
齊
衰
期
、
非
無
主
也
。

［
書
き
下
し
文
］

○
正
義
に
曰
く
、
此
の
経
但
だ
「
杖
つ
か
ず
菲
せ
ず
」
と
云
ひ
、
服
せ
ざ
る
を

云
は
ず
、
故
に
斉
衰
に
服
す
る
を
知
る
。
其
の
女
の
父
母
は
、
則
ち
之
が
為
に

降
し
て
大
功
に
服
す
。
其
の
家
に
在
る
に
非
ず
、
壻
之
が
為
に
斉
衰
期
に
服
し
、

主
無
き
に
非
ざ
る
を
以
て
な
り
①
。

①
『
儀
礼
』
喪
服
（
斉
衰
不
杖
期
）30-11a

「
爲
衆
子
。
」
注11a7

「
衆

子
者
、
長
子
之
弟
、
及
妾
子
。
女
子
子
在
室
亦
如
之
。
」
同

31-2b

「
姑

姊
妹
女
子
子
適
人
無
主
者
、
姑
姊
妹
報
。
傳
曰
、
無
主
者
、
謂
其
無
祭

主
者
也
。
何
以
期
也
。
爲
其
無
祭
主
故
也
。
」
同
（
大
功
）31-17a

「
姑

姊
妹
女
子
子
適
人
者
。
傳
曰
、
何
以
大
功
也
。
出
也
。
」
参
照
。
女
子
子

に
対
し
て
は
在
室
の
場
合
は
斉
衰
不
杖
期
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
実
家

に
戻
っ
て
葬
る
も
の
の
、
新
郎
も
ま
た
喪
に
服
す
の
で
「
女
子
子
の
人

に
適
き
て
主
無
き
者
」
に
は
当
た
ら
な
い
と
し
て
、
出
嫁
後
と
同
じ
く

大
功
に
服
す
と
し
て
い
る
。

［
現
代
語
訳
］

○
正
義
に
曰
く
、
こ
の
経
で
は
た
だ
「
杖
つ
か
ず
菲
せ
ず
」
と
言
う
だ
け
で
、
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「
服
せ
ず
」
と
は
言
っ
て
い
な
い
か
ら
、
（
通
常
の
妻
に
対
す
る
場
合
と
同
じ

く
）
斉
衰
に
服
す
る
と
わ
か
る
の
だ
。
こ
の
新
婦
の
父
母
は
、
こ
の
子
の
為
に

（
斉
衰
不
杖
期
か
ら
）
降
し
て
大
功
に
服
す
る
。（
す
で
に
嫁
い
で
い
る
の
で
）

そ
の
家
に
居
る
わ
け
で
は
な
く
、
新
郎
が
こ
の
子
の
た
め
に
斉
衰
期
に
服
す
る

の
で
、
祭
主
が
い
な
い
場
合
に
は
当
た
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

【
経
】
（
十
八
葉
表
一
行
）

○
曾
子
問
曰
、
取
女
有
吉
日
而
女
死
、
如
之
何
。
孔
子
曰
、
壻
齊
衰
而
弔
、
既

葬
而
除
之
。
夫
死
亦
如
之
。

［
書
き
下
し
文
］

○
曾
子
問
ひ
て
曰
く
、
女
を
取
る
に
吉
日
有
り
て
女
死
す
れ
ば
、
之
を
如
何
せ

ん
、
と
。
孔
子
曰
く
、
壻
は
斉
衰
し
て
弔
ひ
、
既
に
葬
り
て
之
を
除
く
。
夫
死

す
る
も
亦
た
之
の
如
く
す
、
と
。

［
現
代
語
訳
］

○
曾
子
は
質
問
し
て
言
っ
た
、
娘
を
娶
る
の
に
嫁
入
り
の
期
日
を
決
め
た
後
に

そ
の
娘
が
亡
く
な
っ
た
場
合
は
ど
う
い
た
し
ま
す
か
。
孔
子
は
言
わ
れ
た
、
新

郎
は
斉
衰
を
着
け
て
弔
問
し
、
す
で
に
埋
葬
し
た
な
ら
ば
喪
服
を
除
く
。
夫
が

亡
く
な
っ
た
場
合
も
同
様
に
す
る
（
が
新
婦
は
斬
衰
を
着
け
る
こ
と
に
な
る
）
。

【
注
】
（
十
八
葉
表
三
行
）

未
有
期
三
年
之
恩
也
。
女
服
斬
衰
。

［
書
き
下
し
文
］

未
だ
期
・
三
年
の
恩
有
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
女
は
斬
衰
を
服
す
①
。

①
『
儀
礼
』
喪
服
（
斬
衰
三
年
）29-3b

「
妻
爲
夫
。
傳
曰
、
夫
至
尊
也
。
」

同
（
斉
衰
杖
期
）30-6b

「
妻
。
傳
曰
、
爲
妻
何
以
期
也
。
妻
至
親
也
。
」

［
現
代
語
訳
］

ま
だ
期
（
一
年
）
お
よ
び
三
年
の
恩
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
新
婦
は
（
新
郎
に

対
し
て
）
斬
衰
を
着
け
る
。

【
疏
（
注
に
対
す
る
）
】
（
十
九
葉
表
一
行
）

○
正
義
曰
、
所
以
既
葬
除
者
、
壻
於
女
未
有
期
之
恩
、
女
於
壻
未
有
三
年
之
恩
。

以
壻
服
齊
衰
、
故
知
女
服
斬
衰
。

［
書
き
下
し
文
］

○
正
義
に
曰
く
、
既
に
葬
り
て
除
く
所
以
の
者
は
、
壻
、
女
に
於
て
未
だ
期
の

恩
有
ら
ず
、
女
、
壻
に
於
て
未
だ
三
年
の
恩
有
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
壻
斉
衰
を
服

す
る
を
以
て
、
故
に
女
斬
衰
を
服
す
る
を
知
る
。

［
現
代
語
訳
］

○
正
義
に
曰
く
、
す
で
に
埋
葬
す
れ
ば
喪
服
を
除
く
理
由
は
、
（
婚
礼
の
約
束

が
な
さ
れ
た
だ
け
で
、
婚
姻
の
事
実
は
な
い
の
で
、
）
新
郎
は
新
婦
に
対
し
て

ま
だ
期
（
一
年
）
の
恩
が
な
く
、
新
婦
も
新
郎
に
対
し
て
ま
だ
三
年
の
恩
が
な

い
か
ら
で
あ
る
。
新
郎
が
斉
衰
を
着
け
る
こ
と
か
ら
、
新
婦
が
斬
衰
を
着
け
る

と
わ
か
る
の
だ
。

【
経
】
（
十
九
葉
表
一
行
）

曾
子
問
曰
、
喪
有
二
孤
、
廟
有
二
主
、
禮
與
。

［
書
き
下
し
文
］
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曾
子
問
ひ
て
曰
く
、
喪
に
二
孤
有
り
、
廟
に
二
主
有
る
は
、
礼
か
、
と
。

［
現
代
語
訳
］

曾
子
が
質
問
し
て
言
っ
た
、
喪
に
二
人
の
喪
主
が
お
り
、
廟
に
二
つ
の
神
主
が

あ
る
の
は
、
礼
に
か
な
っ
て
い
ま
す
か
。

【
注
】
（
十
八
葉
表
二
行
）

怪
時
有
之
。

［
書
き
下
し
文
］

時
に
之
れ
有
る
を
怪
し
む
。

［
現
代
語
訳
］

当
時
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
の
を
い
ぶ
か
っ
（
て
質
問
し
）
た
の
だ
。

【
疏
】
（
十
九
葉
裏
三
行
）

○
正
義
曰
、
此
一
節
論
喪
不
得
有
二
孤
、
廟
不
得
有
二
主
之
事
。
各
隨
文
解
之
。

［
書
き
下
し
文
］

○
正
義
に
曰
く
、
此
の
一
節
、
喪
に
二
孤
有
る
を
得
ず
、
廟
に
二
主
有
る
を
得

ざ
る
の
事
を
論
ず
。
各
お
の
文
に
随
ひ
て
之
を
解
す
。

［
現
代
語
訳
］

○
正
義
に
曰
く
、
こ
の
一
節
は
、
喪
に
は
二
人
の
喪
主
が
い
て
は
な
ら
ず
、
廟

に
二
つ
の
神
主
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
論
じ
た
も
の
だ
。
そ
れ
ぞ
れ
文

に
従
っ
て
解
釈
し
て
い
く
。

【
経
】
（
十
九
葉
表
二
行
）

孔
子
曰
、
天
無
二
日
、
土
無
二
王
、
嘗
禘
郊
社
、
尊
無
二
上
、
未
知
其
爲
禮
也
。

［
書
き
下
し
文
］

孔
子
曰
く
、
天
に
二
日
無
く
、
土
に
二
王
無
く
、
嘗
禘
郊
社
①
、
尊
に
二
上
無

し
②
。
未
だ
其
の
礼
た
る
を
知
ら
ず
。

①
「
嘗
禘
郊
社
」
の
語
は
本
篇18-24b4

に
も
見
え
て
い
る
。「
嘗
禘
（
禘

嘗
）
」
「
郊
社
」
を
並
列
す
る
も
の
に
、
『
礼
記
』
祭
統49-22b

「
成
王
康

王
追
念
周
公
之
所
以
勳
勞
者
、
而
欲
尊
魯
、
故
賜
之
以
重
祭
。
外
祭
則

郊
社
是
也
、
内
祭
則
大
嘗
禘
是
也
。
」
同
・
仲
尼
燕
居50-17a

「
子
曰
、

郊
社
之
義
、
所
以
仁
鬼
神
也
。
嘗
禘
之
禮
、
所
以
仁
昭
穆
也
。
饋
奠
之

禮
、
所
以
仁
死
喪
也
。
射
鄉
之
禮
、
所
以
仁
鄉
黨
也
。
食
饗
之
禮
、
所

以
仁
賓
客
也
。
子
曰
、
明
乎
郊
社
之
義
、
嘗
禘
之
禮
、
治
國
其
如
指
諸

掌
而
已
乎
。
」
同
・
中
庸

52-17a

「
郊
社
之
禮
、
所
以
事
上
帝
也
。
宗
廟

之
禮
、
所
以
祀
乎
其
先
也
。
明
乎
郊
社
之
禮
、
禘
嘗
之
義
、
治
國
其
如

示
諸
掌
乎
。
」
が
あ
る
。
「
嘗
」
は
秋
の
廟
祀
、
「
禘
」
は
『
礼
記
』
郊
特

牲25-8a

、
祭
義47-1a

で
は
春
の
、『
礼
記
』
王
制12-16a

、
祭
統49-16b

で
は
夏
の
廟
祀
と
さ
れ
る
。

②
以
上
に
類
似
し
た
表
現
は
、
『
孟
子
』
万
章
上9s9b

「
孔
子
曰
、
天
無

二
日
、
民
無
二
王
。
」
『
礼
記
』
坊
記51-11b

「
子
云
、
天
無
二
日
、
土

無
二
王
、
家
無
二
主
、
尊
無
二
上
、
示
民
有
君
臣
之
別
也
。
」
同
・
喪
服

四
制

63-13a

「
資
於
事
父
以
事
母
而
愛
同
、
天
無
二
日
、
土
無
二
王
、

國
無
二
君
、
家
無
二
尊
、
以
一
治
之
也
。
故
父
在
爲
母
齊
衰
期
者
、
見

無
二
尊
也
。
」
（
『
大
戴
礼
記
』
本
命
同
じ
）
に
見
え
て
い
る
。

［
現
代
語
訳
］

礼記注疏訳注稿（十二）―曾子問第七（六）―（末永）
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孔
子
は
言
わ
れ
た
、
天
に
二
つ
の
太
陽
は
無
く
、
地
に
二
人
の
王
者
は
お
ら
ず
、

（
祖
先
を
祀
る
）
嘗
禘
や
（
天
地
を
祀
る
）
郊
社
の
祭
り
で
、
最
も
尊
い
神
格

が
二
つ
な
ら
ぶ
こ
と
は
な
い
。
（
二
人
の
喪
主
、
二
つ
の
神
主
が
な
ら
ぶ
と
い

う
）
そ
れ
が
礼
で
あ
る
と
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。

【
注
】
（
十
八
葉
表
四
行
）

尊
喩
卑
也
。
神
雖
多
、
猶
一
一
祭
之
。

［
書
き
下
し
文
］

尊
も
て
卑
を
喩
（
あ
き
ら
か
）
に
す
る
な
り
。
神
多
し
と
雖
も
、
猶
ほ
一
一
之

を
祭
る
。

［
現
代
語
訳
］

尊
い
も
の
で
（
譬
え
て
）
卑
し
い
も
の
を
明
ら
か
に
し
た
の
だ
。
神
霊
は
多
く

て
も
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
祭
る
も
の
な
の
だ
。

【
疏
】
（
十
九
葉
裏
四
行
）

○
孔
子
曰
、
天
無
二
日
、
土
無
二
王
者
、
天
有
二
日
、
則
草
木
枯
萎
。
土
有
二

王
、
則
征
伐
不
息
。
老
子
云
、
天
得
一
以
清
、
地
得
一
以
寧
、
是
也
。

［
書
き
下
し
文
］

○
「
孔
子
曰
く
、
天
に
二
日
無
く
、
土
に
二
王
無
し
」
と
は
、
天
に
二
日
有
れ

ば
、
則
ち
草
木
枯
萎
す
。
土
に
二
王
有
れ
ば
、
則
ち
征
伐
息
ま
ず
。
『
老
子
』

（
三
十
九
章
）
に
云
ふ
、
「
天
は
一
を
得
て
以
て
清
く
、
地
は
一
を
得
て
以
て

寧
し
」
と
、
是
れ
な
り
①
。

①
『
老
子
』
の
言
う
「
一
」
は
、
万
物
を
か
く
あ
ら
し
め
て
い
る
形
而

上
的
存
在
で
あ
る
が
、
こ
の
疏
は
そ
れ
を
単
に
数
量
の
「
一
」
と
し
て

解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

［
現
代
語
訳
］

○
「
孔
子
曰
く
、
天
に
二
日
無
く
、
土
に
二
王
無
し
」
と
は
、
天
上
に
二
つ
の

太
陽
が
あ
れ
ば
、
（
熱
く
て
）
草
木
は
枯
れ
し
お
れ
て
し
ま
う
し
。
地
上
に
二

人
の
王
者
が
い
れ
ば
、
（
互
い
に
争
っ
て
）
征
伐
が
止
ま
な
い
こ
と
に
な
る
。

『
老
子
』
に
、
「
天
は
（
太
陽
が
）
一
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
清
涼
で
あ
り
、

地
は
（
王
者
が
）
一
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
安
寧
で
あ
る
」
と
言
う
の
が
こ
れ

だ
。

【
疏
（
注
に
対
す
る
）
】
（
十
九
葉
裏
五
行
）

○
注
尊
喩
卑
也
者
、
尊
謂
天
無
二
日
、
土
無
二
王
、
嘗
禘
郊
社
、
尊
無
二
上
。

卑
謂
喪
有
二
孤
、
廟
有
二
主
。
喩
、
明
也
。
尊
者
尚
不
可
二
、
明
卑
者
不
二
可

知
也
。
舉
尊
以
明
卑
、
故
云
尊
喩
卑
也
。
云
神
雖
多
猶
一
一
祭
之
者
、
解
嘗
禘

郊
社
尊
無
二
上
之
意
。
以
嘗
禘
之
時
、
雖
衆
神
並
在
、
猶
先
尊
後
卑
、
一
一
祭

之
、
不
一
時
摠
祭
、
故
云
尊
無
二
上
也
。

［
書
き
下
し
文
］

○
注
の
「
尊
も
て
卑
を
喩
に
す
る
な
り
」
と
は
、「
尊
」
は
「
天
に
二
日
無
く
、

土
に
二
王
無
く
、
嘗
禘
郊
社
、
尊
に
二
上
無
き
」
を
謂
ふ
。
「
卑
」
は
「
喪
に

二
孤
有
り
、
廟
に
二
主
有
る
」
を
謂
ふ
。
喩
は
、
明
な
り
。
尊
者
す
ら
尚
ほ
二

に
す
べ
か
ら
ず
、
明
ら
け
し
卑
者
二
に
せ
ざ
る
こ
と
知
る
べ
し
。
尊
を
挙
げ
て

以
て
卑
を
明
ら
か
に
す
、
故
に
「
尊
も
て
卑
を
喩
に
す
る
な
り
」
と
云
ふ
。「
神

多
し
と
雖
も
、
猶
ほ
一
一
之
を
祭
る
」
と
云
ふ
は
、
「
嘗
禘
郊
社
、
尊
に
二
上
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無
し
」
の
意
を
解
す
。
嘗
禘
の
時
、
衆
神
並
び
に
在
る
と
雖
も
、
猶
ほ
尊
を
先

に
し
卑
を
後
に
し
、
一
一
之
を
祭
り
、
一
時
に
摠
祭
せ
ざ
る
を
以
て
、
故
に
「
尊

に
二
上
無
し
」
と
云
ふ
な
り
。

［
現
代
語
訳
］

○
注
の
「
尊
も
て
卑
を
喩
に
す
る
な
り
」
と
は
、
「
尊
」
は
（
経
文
の
）
「
天

に
二
日
無
く
、
土
に
二
王
無
く
、
嘗
禘
郊
社
、
尊
に
二
上
無
し
」
を
指
し
、「
卑
」

は
（
経
文
の
）「
喪
に
二
孤
有
り
、
廟
に
二
主
有
る
」
を
指
す
。「
喩
」
は
、「
明
」

（
あ
き
ら
か
に
す
る
）
と
い
う
意
味
。
尊
い
も
の
で
さ
え
二
に
し
て
は
な
ら
な

い
の
で
あ
れ
ば
、
卑
し
き
も
の
を
二
に
し
て
な
ら
な
い
こ
と
が
は
っ
き
り
知
ら

れ
る
の
だ
。
尊
い
も
の
を
（
例
に
）
挙
げ
て
卑
し
い
も
の
に
つ
い
て
明
ら
か
に

し
て
い
る
か
ら
、
「
尊
も
て
卑
を
喩
に
す
る
な
り
」
と
言
う
の
だ
。
「
神
多
し

と
雖
も
、
猶
ほ
一
一
之
を
祭
る
」
と
言
う
の
は
、
（
経
文
の
）
「
嘗
禘
郊
社
、

尊
に
二
上
無
し
」
の
意
味
を
解
釈
し
た
の
だ
。
嘗
禘
（
な
ど
）
の
時
は
、
（
祀

る
べ
き
）
神
々
が
複
数
存
在
す
る
が
、
尊
い
も
の
を
先
に
し
卑
し
い
も
の
を
後

に
し
て
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
祭
る
の
で
あ
っ
て
、
一
時
に
あ
わ
せ
て
祭
っ
た
り
し

な
い
か
ら
、
「
尊
に
二
上
無
し
」
と
言
う
の
だ
。

【
経
】
（
十
九
葉
表
四
行
）

昔
者
齊
桓
公
亟
舉
兵
、
作
僞
主
以
行
、
及
反
藏
諸
祖
廟
。
廟
有
二
主
、
自
桓
公

始
也
。

［
書
き
下
し
文
］

昔
者
斉
の
桓
公
亟
（
し
ば
）
し
ば
兵
を
挙
げ
、
偽
主
を
作
り
て
以
て
行
き
、
反

る
に
及
び
て
諸
を
祖
廟
に
蔵
す
。
廟
に
二
主
有
る
は
、
桓
公
自
り
始
ま
る
な
り
。

［
現
代
語
訳
］

む
か
し
斉
の
桓
公
は
し
き
り
に
軍
隊
を
動
か
し
て
は
、
仮
の
神
主
を
作
っ
て
携

行
し
、
帰
還
す
る
と
そ
れ
を
祖
廟
に
納
め
た
。
廟
に
二
つ
の
神
主
が
あ
る
と
い

う
の
は
、
桓
公
か
ら
始
ま
る
の
だ
。

【
注
】
（
十
九
葉
表
六
行
）

僞
、
猶
假
也
。
舉
兵
、
以
遷
廟
主
行
、
無
則
主
命
。
爲
假
主
、
非
也
。

［
書
き
下
し
文
］

偽
は
、
猶
ほ
仮
の
ご
と
し
。
兵
を
挙
ぐ
る
に
、
遷
廟
の
主
を
以
て
行
き
、
無
く

ん
ば
則
ち
命
を
主
と
す
①
。
仮
主
を
為
る
は
、
非
な
り
。

①
以
下
の
曾
子
問
曰
古
者
師
行
節
参
照
。

［
現
代
語
訳
］

「
偽
」
は
、
「
仮
」
（
か
り
の
、
い
つ
わ
り
の
）
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
。
軍
隊

を
動
か
す
に
は
、
す
で
に
遷
廟
し
（
て
始
祖
廟
等
に
納
め
ら
れ
）
た
神
主
を
携

行
す
る
の
で
あ
り
、
（
遷
廟
し
た
神
主
が
）
無
け
れ
ば
（
出
軍
前
に
祖
禰
の
霊

よ
り
受
け
た
）
命
令
を
（
象
徴
す
る
幣
帛
等
を
）
神
主
（
の
か
わ
り
）
と
す
る

の
だ
。
仮
り
の
神
主
を
作
る
の
は
、
誤
っ
て
い
る
。

【
疏
】
（
十
九
葉
裏
七
行
）

○

昔
者
齊
桓
公
亟
舉
兵
、
作
僞
主
以
行
者
、
此
説
二
主
之
由
。
桓
公
名
小
白
、

作
霸
主
。
亟
、
數
也
。
僞
、
假
也
。
言
作
假
主
以
行
、
而
反
藏
於
祖
廟
、
故
有

二
主
也
。
舉
兵
謂
①
南
伐
楚
、
北
伐
山
戎
、
西
伐
白
狄
、
故
云
數
舉
兵
也
。

①
底
本
は
「
謂
」
を
「
爲
」
に
作
る
。
『
校
勘
記
』
に
従
い
改
め
る
。

礼記注疏訳注稿（十二）―曾子問第七（六）―（末永）
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［
書
き
下
し
文
］

○
「
昔
者
斉
の
桓
公
亟
し
ば
兵
を
挙
げ
、
偽
主
を
作
り
て
以
て
行
く
」
と
は
、

此
れ
二
主
あ
る
の
由
（
よ
し
）
を
説
く
。
桓
公
、
名
は
小
白
、
霸
主
と
作
（
な
）

る
。
亟
は
、
数
な
り
。
偽
は
、
仮
な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
仮
主
を
作
り
て
以
て

行
き
、
反
り
て
祖
廟
に
蔵
す
、
故
に
二
主
有
る
な
り
。
兵
を
挙
ぐ
る
は
南
の
か

た
楚
を
伐
ち
、
北
の
か
た
山
戎
を
伐
ち
、
西
の
か
た
白
狄
を
伐
つ
を
謂
ふ
①
、

故
に
数
（
し
ば
）
し
ば
兵
を
挙
ぐ
と
云
ふ
な
り
。

①
『
春
秋
左
氏
伝
』
僖
公
九
年
伝13-11b

「
齊
侯
不
務
德
、
而
勤
遠
略
、

故
北
伐
山
戎
、
（
注

11b8
：
在
莊
三
十
一
年
。
）
南
伐
楚
、
（
注

11b8

：

在
四
年
。
）
西
爲
此
（
葵
丘
之
）
會
也
。
」
『
国
語
』
晋
語
二
「
是
以
（
齊

侯
）
北
伐
山
戎
、
南
伐
楚
、
西
爲
此
會
也
。
」
同
・
斉
語
「
（
斉
桓
公
）

即
位
數
年
、
東
南
多
有
淫
亂
者
、
萊
、
莒
、
徐
夷
、
吳
、
越
、
一
戰
帥

服
三
十
一
國
。
遂
南
征
伐
楚
、
濟
汝
、
逾
方
城
、
望
汶
山
、
使
貢
絲
于

周
而
反
。
荊
州
諸
侯
莫
敢
不
來
服
。
遂
北
伐
山
戎
、
刜
令
支
、
斬
孤
竹

而
南
歸
。
…
西
征
攘
白
狄
之
地
、
至
于
西
河
、
方
舟
設
泭
、
乘
桴
濟
河
、

至
于
石
枕
。
」

［
現
代
語
訳
］

○

「
昔
者
斉
の
桓
公
亟
し
ば
兵
を
挙
げ
、
偽
主
を
作
り
て
以
て
行
く
」
と
は
、

こ
れ
は
二
つ
の
神
主
が
あ
る
由
来
を
説
い
た
も
の
だ
。
（
斉
の
）
桓
公
は
、
名

は
小
白
で
、
霸
主
と
な
っ
た
。「
亟
」
は
、「
数
」（
し
ば
し
ば
）
の
意
味
。「
偽
」

は
、
「
仮
」
の
意
味
。
（
斉
の
桓
公
が
）
仮
り
の
神
主
を
作
っ
て
（
軍
旅
に
）

携
行
し
、
帰
還
し
て
（
そ
れ
を
）
祖
廟
に
納
め
た
が
故
に
二
つ
の
神
主
が
あ
る

こ
と
に
な
っ
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
「
兵
を
挙
ぐ
る
」
は
、
南
方
に
は
楚
を
伐

ち
、
北
方
に
は
山
戎
を
伐
ち
、
西
方
に
は
白
狄
を
伐
っ
た
こ
と
を
言
う
。
だ
か

ら
し
き
り
に
軍
隊
を
動
か
し
た
と
言
う
の
だ
。

【
経
】
（
十
九
葉
表
六
行
）

喪
之
二
孤
、
則
昔
者
衞
靈
公
適
魯
、
遭
季
桓
子
之
喪
。
衞
君
請
弔
、
哀
公
辭
不

得
命
。
公
爲
主
、
客
入
弔
、
康
子
立
於
門
右
北
面
。
公
揖
讓
、
升
自
東
階
西
郷
。

客
升
自
西
階
、
弔
。
公
拜
興
哭
。
康
子
拜
稽
顙
於
位
、
有
司
弗
辯
也
。
今
之
二

孤
、
自
季
康
子
之
過
也
。

［
書
き
下
し
文
］

喪
の
二
孤
あ
る
は
、
則
ち
昔
者
衞
の
霊
公
魯
に
適
き
、
季
桓
子
の
喪
に
遭
ふ
。

衞
君
弔
せ
ん
こ
と
を
請
ひ
、
哀
公
辞
す
る
も
命
を
得
ず
。
公
、
主
た
り
、
客
入

り
て
弔
し
、
康
子
門
右
に
立
ち
て
北
面
す
。
公
揖
譲
し
て
、
升
る
に
東
階
自
り

し
て
西
郷
す
。
客
升
る
に
西
階
自
り
し
、
弔
す
。
公
拝
し
て
興
ち
て
哭
す
。
康

子
拝
し
て
位
に
稽
顙
す
る
も
、
有
司
辯
ぜ
ず
。
今
の
二
孤
あ
る
は
、
季
康
子
の

過
ち
自
り
す
る
な
り
。

①
「
（
辭
）
不
得
命
」
の
言
い
回
し
は
『
儀
礼
』
に
し
ば
し
ば
見
え
て
い

る
。『
儀
礼
』
士
昏
礼
（
記
）6-9b

「
某
辭
不
得
命
、
敢
不
從
也
。
」
注9b9

「
不
得
命
者
、
不
得
許
己
之
命
。
」
参
照
。

［
現
代
語
訳
］

喪
に
二
人
の
喪
主
が
い
る
と
い
う
の
は
、
む
か
し
衞
の
霊
公
が
魯
に
行
っ
た
時

に
、
季
桓
子
の
喪
に
遭
遇
し
て
、
弔
問
を
願
い
出
た
と
こ
ろ
、
（
魯
の
）
哀
公

は
そ
れ
を
辞
退
し
た
が
、
聞
き
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
哀
公
は
喪
主
と

な
り
、
客
（
た
る
衞
の
霊
公
）
が
（
門
よ
り
）
入
っ
て
弔
問
し
、
（
季
桓
子
の
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子
の
）
康
子
が
門
の
右
に
立
っ
て
北
面
し
た
。
哀
公
は
揖
（
会
釈
）
し
て
譲
り
、

東
階
か
ら
升
っ
て
西
面
し
、
客
は
西
階
か
ら
升
り
、
な
き
が
ら
を
弔
っ
た
。
哀

公
は
拝
し
て
立
ち
上
が
っ
て
哭
し
、
康
子
も
拝
し
て
自
分
の
立
ち
位
置
で
（
喪

主
と
し
て
）
稽
顙
し
た
（
ぬ
か
づ
い
た
）
が
、
有
司
（
係
の
者
）
は
こ
れ
を
辯

正
し
な
か
っ
た
。
今
の
喪
に
二
人
の
喪
主
が
い
る
の
は
、
季
康
子
の
過
ち
か
ら

起
こ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

【
注
】
（
十
九
葉
裏
一
行
）

辯
、
猶
正
也
。
若
康
子
者
、
君
弔
其
臣
之
禮
也
。
鄰
國
之
君
弔
、
君
爲
之
主
。

主
人
拜
稽
顙
、
非
也
。
當
哭
踊
而
已
。
靈
公
先
桓
子
以
魯
哀
公
二
年
夏
卒
。
桓

子
以
三
年
秋
卒
、
是
出
公
也
。

［
書
き
下
し
文
］

辯
は
、
猶
ほ
正
の
ご
と
し
。
康
子
の
若
き
は
①
、
君
其
の
臣
を
弔
す
る
の
礼
な

り
。
隣
国
の
君
弔
す
れ
ば
、
君
之
が
主
と
為
る
。
主
人
拝
し
て
稽
顙
す
る
は
、

非
な
り
。
当
に
哭
踊
す
べ
き
の
み
。
霊
公
は
桓
子
に
先
ん
じ
て
魯
の
哀
公
二
年

夏
を
以
て
卒
す
②
。
桓
子
は
三
年
秋
を
以
て
卒
す
③
、
是
れ
出
公
な
り
②
。

①
疏
は
経
文
の
「
有
司
」
の
こ
と
と
し
て
、
「
康
子
に
若
（
し
た
が
）
う

者
な
り
」
と
読
む
が
、
下
句
に
続
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

②
『
春
秋
左
氏
伝
』
哀
公
二
年
経57-8a

「
夏
四
月
丙
子
、
衞
侯
元
卒
。
」

伝9a

「
夏
衞
靈
公
卒
。
…
乃
立
輒
。
」
注9a8

「
輒
、
蒯
聵
之
子
、
出
公

也
、
靈
公
適
孫
。
」

③
『
春
秋
左
氏
伝
』
哀
公
三
年
経57-16a

「
秋
七
月
丙
子
、
季
孫
斯
卒
。
」

伝

18b

「
季
孫
卒
、
康
子
即
位
。
」
季
孫
斯
が
桓
子
で
あ
る
こ
と
に
つ
い

て
は
、
同
・
定
公
五
年
注

55-2a7

「
桓
子
、
意
如
子
季
孫
斯
」
参
照
。

［
現
代
語
訳
］

「
辯
」
は
、
「
正
」
（
た
だ
す
）
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
。
康
子
の
よ
う
な
ふ
る

ま
い
は
、
君
が
自
国
の
臣
下
を
弔
問
し
た
際
の
礼
で
あ
る
。
隣
国
の
君
が
弔
問

す
れ
ば
、
（
臣
下
の
喪
で
あ
っ
て
も
）
君
主
が
喪
主
と
し
て
ふ
る
ま
う
。
（
こ

の
場
合
、
喪
の
あ
っ
た
家
の
）
主
人
が
拝
し
て
稽
顙
す
る
の
は
、
間
違
い
で
あ

る
。
哭
し
て
踊
を
す
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
だ
。
衛
の
霊
公
は
桓
子
に
先
ん
じ
て

魯
の
哀
公
二
年
夏
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。
桓
子
は
哀
公
三
年
秋
に
亡
く
な
っ
て

い
る
か
ら
、
こ
れ
は
（
霊
公
で
は
な
く
次
の
）
出
公
の
は
ず
で
あ
る
。

【
疏
】
（
十
九
葉
裏
九
行
）

○

上
云
自
桓
公
始
、
此
不
云
自
季
康
子
始
、
而
云
康
子
之
過
者
、
以
①
孔
子

荅
曾
子
之
時
、
上
去
桓
公
已
遠
、
二
主
行
來
又
久
、
故
云
自
桓
公
始
也
。
康
子

之
過
者
、
正
當
孔
子
之
時
、
未
知
後
代
行
之
以
否
②
、
不
得
云
自
季
康
子
始
。

但
見
當
時
失
禮
、
故
云
、
今
之
二
孤
、
自
季
康
子
之
過
也
。

①
底
本
は
「
以
」
を
「
此
」
に
作
る
。
八
行
本
に
従
い
改
め
る
。

②
底
本
は
「
以
」
字
を
重
ね
る
。
八
行
本
に
従
い
一
「
以
」
字
を
削
る
。

「
以
否
」
は
疑
問
を
示
す
。

［
書
き
下
し
文
］

○

上
に
「
桓
公
自
り
始
む
」
と
云
ひ
、
此
に
「
季
康
子
自
り
始
む
」
と
云
は

ず
し
て
、
「
康
子
の
過
ち
」
と
云
ふ
は
、
孔
子
、
曾
子
に
荅
ふ
る
の
時
、
上
、

桓
公
を
去
る
こ
と
已
に
遠
く
、
二
主
の
行
来
も
又
た
久
し
き
を
以
て
、
故
に
「
桓

公
自
り
始
む
」
と
云
ふ
な
り
。
康
子
の
過
ち
は
、
正
に
孔
子
の
時
に
当
た
り
、
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未
だ
後
代
之
を
行
ふ
や
否
や
を
知
ら
ず
、
「
季
康
子
自
り
始
む
」
と
云
ふ
を
得

ず
。
但
だ
当
時
の
失
礼
を
見
す
の
み
、
故
に
「
今
の
二
孤
あ
る
は
、
季
康
子
の

過
ち
自
り
す
る
な
り
」
と
云
ふ
。

［
現
代
語
訳
］

○

上
文
で
は
「
桓
公
自
り
始
む
」
と
言
い
、
こ
こ
に
「
季
康
子
自
り
始
む
」

と
言
わ
ず
に
、
「
康
子
の
過
ち
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
孔
子
が
曾
子
に
荅
え

た
時
、
桓
公
か
ら
は
す
で
に
遠
く
隔
た
っ
て
お
り
、
二
つ
の
神
主
の
流
行
も
久

し
い
も
の
と
な
っ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
で
「
桓
公
自
り
始
む
」
と
（
そ
の
起
点

を
明
ら
か
に
し
て
）
言
っ
た
の
だ
。
季
康
子
の
過
ち
は
、
ま
さ
に
孔
子
の
時
に

当
た
っ
て
お
り
、
後
代
の
者
が
こ
れ
を
行
う
か
否
か
は
わ
か
ら
な
い
か
ら
、「
季

康
子
自
り
始
む
」
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
（
そ
こ
で
）
た
だ
当
時
の
失
礼

の
こ
と
を
示
し
て
、
そ
れ
で
「
今
の
二
孤
あ
る
は
、
季
康
子
の
過
ち
自
り
す
る

な
り
」
と
言
っ
た
の
だ
。

【
疏
（
注
に
対
す
る
）
】
（
二
十
葉
表
一
行
）

○
正
義
曰
、
若
康
子
者
、
經
云
有
司
、
謂
當
時
執
事
之
有
司
、
畏
康
①
子
之
威
、

不
敢
辯
正
、
故
云
若
康
子
者
。
若
、
順
也
。
云
君
弔
其
臣
之
禮
也
者
、
按
士
喪

禮
、
君
使
人
弔
、
主
人
進
中
庭
、
哭
拜
稽
顙
成
踊
。
喪
大
記
云
、
大
夫
既
殯
、

君
弔
、
主
人
門
右
北
面
、
哭
拜
稽
顙
。
今
季
康
子
與
之
同
、
故
云
君
弔
其
臣
之

禮
也
。
云
鄰
國
之
君
弔
、
君
爲
之
主
者
、
以
賓
主
尊
卑
宜
敵
、
故
君
爲
主
。
主

則
拜
賓
、
康
子
又
拜
、
故
云
非
也
、
當
哭
踊
而
已
。
但
唯
君
荅
拜
耳
。
出
公
來

弔
、
春
秋
不
見
經
者
、
蓋
爲
弔
而
來
、
非
有
國
之
大
事
、
故
畧
而
不
書
於
經
也
。

出
公
輒
是
靈
公
孫
也
。
曾
子
所
問
、
皆
前
孤
後
主
、
今
荅
前
主
後
孤
者
、
謂
齊

桓
公
之
時
事
在
前
、
衞
君
之
事
在
後
。

①
底
本
は
「
康
」
を
「
季
」
に
作
る
。
八
行
本
に
従
い
改
め
る
。

［
書
き
下
し
文
］

○
正
義
に
曰
く
、「
康
子
に
若
（
し
た
が
）
ふ
者
」
と
は
、
経
に
云
ふ
「
有
司
」
、

当
時
執
事
す
る
の
有
司
、
康
子
の
威
を
畏
れ
、
敢
て
辯
正
せ
ざ
る
を
謂
ふ
、
故

に
「
康
子
に
若
ふ
者
」
と
云
ふ
。
若
は
、
順
な
り
。
「
君
其
の
臣
を
弔
す
る
の

礼
な
り
」
と
云
ふ
は
、
按
ず
る
に
士
喪
礼
に
、
「
君
、
人
を
し
て
弔
は
し
む
れ

ば
、
主
人
、
中
庭
に
進
み
、
哭
し
拝
稽
顙
し
て
踊
を
成
す
」
と
①
。
喪
大
記
に

云
ふ
、
「
大
夫
既
に
殯
し
、
君
弔
は
ば
、
主
人
門
右
に
北
面
し
、
哭
し
拝
稽
顙

す
」
と
②
。
今
、
季
康
子
之
と
同
じ
く
す
、
故
に
「
君
其
の
臣
を
弔
ふ
の
礼
な

り
」
と
云
ふ
。
「
隣
国
の
君
弔
は
ば
、
君
之
が
主
と
為
る
」
と
云
ふ
は
、
賓
主

の
尊
卑
宜
し
く
敵
す
べ
き
を
以
て
、
故
に
君
、
主
と
為
る
。
主
は
則
ち
賓
を
拝

す
る
に
、
康
子
も
又
た
拝
す
、
故
に
「
非
な
り
。
当
に
哭
踊
す
べ
き
の
み
」
と

云
ふ
。
但
だ
唯
だ
君
の
み
荅
拝
す
べ
き
の
み
。
出
公
の
来
り
弔
ふ
、
『
春
秋
』

の
経
に
見
え
ざ
る
は
、
蓋
し
弔
の
為
に
し
て
来
た
り
、
国
の
大
事
有
る
に
は
非

ず
、
故
に
略
し
て
経
に
書
せ
ざ
る
な
り
。
出
公
輒
は
是
れ
霊
公
の
孫
な
り
。
曾

子
の
問
ふ
所
、
皆
な
孤
を
前
に
し
て
主
を
後
に
す
。
今
、
荅
へ
て
主
を
前
に
し

孤
を
後
に
す
る
は
、
謂
へ
ら
く
斉
の
桓
公
の
時
の
事
は
前
に
在
り
、
衞
君
の
事

は
後
に
在
れ
ば
な
り
。

①
『
儀
礼
』
士
喪
礼35-6a

「
君
使
人
弔
、6b

徹
帷
。
主
人
迎
于
寢
門
外
、

見
賓
不
哭
。
先
入
門
右
北
面
。
弔
者
入
、
升7a

自
西
階
東
面
。
主
人
進

中
庭
。
弔
者
致
命
。
主
人
哭
、
拜
稽
顙
、
成
踊
。
」

②
『
礼
記
』
喪
大
記45-13a

「
大
夫
士
既
殯
、
而
君
往
焉
、
使
人
戒
之
。
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主
人
具
殷
奠
之
禮
、
俟
于
門
外
。
見
馬
首
、
先
入
門
右
。
巫
止
于
門
外
、

祝
代
之
。
先
君
、
釋
菜
于
門
内
。
祝
先
升
自
阼
階
、
負
墉
南
面
。
君
即

位
于
阼
。
小
臣
二13b

人
執
戈
立
于
前
、
二
人
立
于
後
。
擯
者
進
。
主

人
拜
稽
顙
。
君
稱
言
。
視
祝
而
踊
。
主
人
踊
。
」
こ
こ
に
見
え
な
い
「
北

面
」
お
よ
び
「
哭
」
は
『
儀
礼
』
士
喪
礼

37-7b

「
君
若
有
賜
焉
、
則
視

斂
、
既
布
衣
、
君
至
。8a

主
人
出
、
迎
于
外
門
外
、
見
馬
首
不
哭
、
還

入
門
右
北
面
、
及
衆
主
人
袒
。
…
主
人
中
庭
。
君
哭
。
主
人
哭
、
拜
稽

顙
、
成
踊
出
」
に
よ
り
補
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

［
現
代
語
訳
］

○
正
義
に
曰
く
、
「
康
子
に
若
（
し
た
が
）
ふ
者
」
と
は
、
経
文
に
言
う
「
有

司
」
の
こ
と
で
、
当
時
、
喪
の
事
を
取
り
仕
切
っ
て
い
た
有
司
（
係
の
者
）
が
、

康
子
の
権
勢
を
畏
れ
て
、
（
そ
の
非
礼
を
）
辯
正
し
な
か
っ
た
こ
と
を
言
う
。

そ
れ
で
「
康
子
に
（
へ
つ
ら
い
）
し
た
が
う
者
」
と
言
っ
た
の
だ
。「
若
」
は
、

「
順
」
（
し
た
が
う
）
の
意
味
。
「
君
其
の
臣
を
弔
す
る
の
礼
な
り
」
と
言
う

の
は
、
思
う
に
（
『
儀
礼
』
）
士
喪
礼
に
、
「
主
君
が
、
弔
問
の
使
い
を
派
遣
し

た
場
合
は
、
主
は
中
庭
に
進
ん
で
、
哭
し
拝
し
稽
顙
し
て
踊
を
行
う
」
と
あ
り
、

（
『
礼
記
』
）
喪
大
記
に
「
大
夫
が
既
に
殯
（
か
り
も
が
り
）
を
し
て
、
主
君

が
弔
問
す
れ
ば
、
主
人
は
門
の
右
に
北
面
し
て
、
哭
し
拝
し
稽
顙
す
る
」
と
言

っ
て
い
る
（
の
が
そ
の
礼
だ
）
。
今
、
季
康
子
は
こ
れ
と
同
じ
こ
と
を
し
た
。

そ
れ
で
「
君
其
の
臣
を
弔
ふ
の
礼
な
り
」
と
言
っ
た
の
だ
。
「
隣
国
の
君
弔
は

ば
、
君
之
が
主
と
為
る
」
と
言
う
の
は
、
賓
と
主
の
尊
卑
は
同
等
で
あ
る
べ
き

な
の
で
、
そ
れ
で
主
君
が
喪
主
と
な
る
の
だ
。
喪
主
（
た
る
哀
公
）
が
賓
を
拝

し
た
の
に
、
康
子
も
ま
た
拝
し
た
。
だ
か
ら
「
非
な
り
。
当
に
哭
踊
す
べ
き
の

み
」
と
言
う
の
だ
。
（
こ
の
場
合
は
）
た
だ
主
君
だ
け
が
荅
拝
す
べ
き
で
あ
る

の
だ
。
（
衛
の
）
出
公
が
（
魯
に
）
弔
問
に
来
た
こ
と
が
、
『
春
秋
』
で
経
文

に
見
え
て
い
な
い
の
は
、
お
そ
ら
く
弔
問
の
た
め
（
だ
け
）
に
来
た
の
で
あ
っ

て
、
国
家
の
大
事
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
故
に
略
し
て
経
文
に
書
か

な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
出
公
輒
と
は
霊
公
の
孫
で
あ
る
。
曾
子
の
質
問
（
の

順
序
）
に
お
い
て
は
、
み
な
孤
（
喪
主
）
を
前
に
し
て
主
（
神
主
）
を
後
に
し

て
い
る
。
今
、
こ
れ
に
荅
え
て
主
を
前
に
し
て
孤
を
後
に
し
て
い
る
の
は
、
思

う
に
（
二
主
に
つ
い
て
の
）
斉
の
桓
公
の
時
の
事
が
（
時
代
的
に
）
前
に
あ
り
、

（
二
孤
に
つ
い
て
の
）
衞
君
の
事
が
後
に
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

【
経
】
（
二
十
葉
表
六
行
）

○
曾
子
問
曰
、
古
者
師
行
、
必
以
遷
廟
主
行
乎
。
孔
子
曰
、
天
子
巡
守
、
以
遷

廟
主
行
、
載
于
齊
車
、
言
必
有
尊
也
。
今
也
取
七
廟
之
主
以
行
、
則
失
之
矣
。

［
書
き
下
し
文
］

○
曾
子
問
ひ
て
曰
く
、
古
者
師
行
、
必
ず
遷
廟
の
主
を
以
て
行
ゆ
く
か
、
と
。

孔
子
曰
く
、
天
子
巡
守
す
る
に
、
遷
廟
の
主
を
以
て
行
き
、
斉
車
（
さ
い
し
ゃ
）

に
載
す
る
は
、
必
ず
尊
有
る
を
言
ふ
な
り
①
。
今
や
七
廟
の
主
を
取
り
て
以
て

行
く
は
、
則
ち
之
を
失
せ
り
。

①
『
孝
経
』
感
応
章8-2a

に
「
故
雖
天
子
必
有
尊
也
、
言
有
父
也
」
と

あ
る
。

［
現
代
語
訳
］

○
曾
子
が
質
問
し
て
言
う
、
い
に
し
え
は
軍
旅
に
際
し
て
、
必
ず
遷
廟
の
神
主

を
携
行
し
て
い
っ
た
の
で
す
か
。
孔
子
は
言
う
、
天
子
が
巡
守
す
る
に
は
、
遷

礼記注疏訳注稿（十二）―曾子問第七（六）―（末永）



134

廟
の
神
主
を
携
行
し
、
そ
れ
を
斉
車
に
載
せ
た
の
は
、
（
天
子
と
い
え
ど
も
）

必
ず
尊
ぶ
も
の
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
だ
。
今
、
七
廟
の
神
主
を
携
行
し

て
い
く
の
は
、
こ
の
礼
を
失
っ
た
も
の
だ
。

【
注
】
（
二
十
葉
表
九
行
）

齊
車
、
金
路
。

［
書
き
下
し
文
］

斉
車
は
、
金
路
な
り
①
。

①
『
周
礼
』
で
の
「
齊
車
」
の
初
出
で
あ
る
夏
官
・
齊
右

32-14a

「
齊

右
掌
祭
祀
會
同
賓
客
、
前
齊
車
」
の
注14a7

も
同
じ
。『
釈
文
』
は
「
齊
、

側
皆
反
、
本
亦
作
齋
」
と
言
い
、
孫
詒
譲
『
正
義
』
は
夏
官
序
官
「
齊

僕
」
の
注

28-11b5

「
古
者
王
將
朝
覲
會
同
、
必
齊
」
を
引
い
て
、
「
是

齊
車
以
齊
戒
爲
名
」
と
言
う
。
な
お
、
『
礼
記
』
で
は
曾
子
問
篇
を
除
け

ば
玉
藻29-10b

に
の
み
「
齊
車
」
の
語
が
見
え
て
い
る
。

［
現
代
語
訳
］

斉
車
は
、
金
路
で
あ
る
。

【
疏
】
（
二
十
一
葉
表
三
行
）

○
正
義
曰
、
此
一
節
論
師
出
、
當
取
遷
廟
主
、
及
幣
帛
皮
圭
以
行
、
廟
無
虚
主

之
事
。
各
隨
文
解
之
。

［
書
き
下
し
文
］

○
正
義
に
曰
く
、
此
の
一
節
、
師
出
に
、
当
に
遷
廟
の
主
、
及
び
幣
帛
皮
圭
を

取
り
て
以
て
行
き
、
廟
に
虚
主
無
か
る
べ
き
の
事
を
論
ず
。
各
お
の
文
に
随
ひ

て
之
を
解
す
。

［
現
代
語
訳
］

○
正
義
に
曰
く
、
こ
の
一
節
は
、
軍
旅
に
出
る
に
あ
た
り
、
遷
廟
の
神
主
ま
た

は
幣
帛
皮
圭
を
携
行
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
と
、
廟
に
虚
主
が
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
こ
と
論
じ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
文
に
従
っ
て
解
釈
し
て
い
く
。

【
疏
（
注
に
対
す
る
）
】
（
二
十
一
葉
表
四
行
）

○
正
義
曰
、
按
齊
僕
云
、
掌
馭
金
路
。
大
馭
、
掌
馭
玉
路
。
凡
祭
祀
皆
乘
玉
路
、

齊
車
則
降
一
等
、
乘
金
路
也
。
遷
廟
主
行
者
、
皇
氏
云
、
謂
載
新
遷
廟
之
主
、

義
或
然
也
。

［
書
き
下
し
文
］

○
正
義
に
曰
く
、
按
ず
る
に
斉
僕
に
云
ふ
、「
金
路
を
馭
す
る
を
掌
る
」
と
①
。

大
馭
は
、
「
玉
路
を
馭
す
る
を
掌
る
」
②
。
凡
そ
祭
祀
は
皆
な
玉
路
に
乗
り
、

斉
車
は
則
ち
一
等
を
降
し
、
金
路
に
乗
る
な
り
③
。
「
遷
廟
の
主
も
て
行
く
」

と
は
、
皇
氏
云
ふ
、
「
新
た
に
遷
廟
す
る
の
主
を
載
す
る
を
謂
ふ
」
と
、
義
或

は
然
り
。

①
『
周
礼
』
夏
官
・
齊
僕

32-17a

「
齊
僕
掌
馭
金
路
以
賓
。
朝
覲
宗
遇

饗
食
、
皆
乘
金
路
。
」

②
『
周
礼
』
夏
官
・
大
馭

32-15a

「
大
馭
掌
馭
王
（
→
玉
）
路
、
以
祀

及
犯
軷
。
」

③
『
周
礼
』
春
官
・
巾
車27-1b

で
は
「
王
之
五
路
」
と
し
て
、「
玉
路
」
、

「
金
路
」
、「
象
路
」
、「
革
路
」
、「
木
路
」
が
挙
げ
ら
れ
、「
玉
路
」
は
「
以

祀
」
と
王
の
祭
祀
用
の
車
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
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［
現
代
語
訳
］

○
正
義
に
曰
く
、
思
う
に
（
『
周
礼
』
夏
官
）
斉
僕
に
、
「
金
路
を
馭
す
る
の

を
掌
る
」
と
言
い
、
（
同
）
大
馭
に
は
、
「
玉
路
を
馭
す
る
の
を
掌
る
」
と
あ

る
。
な
べ
て
祭
祀
に
は
皆
な
玉
路
に
乗
る
の
で
あ
る
が
、
（
軍
旅
や
巡
守
時
に

乗
る
）
斉
車
は
一
等
を
降
し
て
、
金
路
に
乗
る
の
で
あ
る
。
「
遷
廟
の
主
も
て

行
く
」
に
つ
い
て
、
皇
侃
は
、
「
新
た
に
遷
廟
し
た
神
主
を
載
せ
る
こ
と
を
言

う
の
だ
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
あ
る
い
は
そ
の
意
味
で
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

【
経
】
（
二
十
葉
表
十
行
）

當
七
廟
五
廟
無
虚
主
。
虚
主
者
、
唯
天
子
崩
、
諸
侯
薨
、
與
去
其
國
、
與
祫
祭

於
祖
、
爲
無
主
耳
。
吾
聞
諸
老
聃
曰
、
天
子
崩
、
國
君
薨
、
則
祝
取
羣
廟
之
主
、

而
藏
諸
祖
廟
、
禮
也
。
卒
哭
成
事
、
而
后
主
各
反
其
廟
。

［
書
き
下
し
文
］

七
廟
五
廟
に
当
た
り
て
は
主
を
虚
し
く
す
る
無
し
。
主
を
虚
し
く
す
る
は
、
唯

だ
天
子
崩
し
、
諸
侯
薨
ず
る
と
、
其
の
国
を
去
る
と
、
祖
に
祫
祭
す
る
と
を
、

無
主
と
為
す
の
み
。
吾
れ
諸
を
老
聃
に
聞
け
り
、
曰
く
、
天
子
崩
じ
、
国
君
薨

ず
れ
ば
、
則
ち
祝
、
群
廟
の
主
を
取
り
て
、
諸
を
祖
廟
に
蔵
す
る
は
、
礼
な
り
。

卒
哭
成
事
し
て
、
而
る
后
に
主
各
お
の
其
の
廟
に
反
る
。

［
現
代
語
訳
］

（
天
子
の
）
七
廟
、
（
諸
侯
の
）
五
廟
に
つ
い
て
は
神
主
が
い
な
い
状
態
を
つ

く
ら
な
い
。
神
主
が
い
な
い
状
態
と
な
る
の
は
、
た
だ
天
子
が
崩
御
し
た
場
合
、

諸
侯
が
薨
去
し
た
場
合
、
（
諸
侯
が
）
自
国
を
（
失
っ
て
）
去
る
場
合
、
祖
廟

に
（
あ
わ
せ
祭
る
）
祫
祭
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
の
み
、
（
廟
に
）
神
主
が
い

な
い
状
態
と
な
る
の
だ
。
わ
た
し
は
老
聃
か
ら
次
の
よ
う
に
聞
い
て
い
る
、
天

子
が
崩
御
し
、
国
君
が
薨
去
す
れ
ば
、
祝
が
群
廟
の
神
主
を
取
っ
て
、
こ
れ
を

祖
廟
に
納
め
る
の
が
、
礼
で
あ
る
。
（
朝
夕
の
哭
礼
以
外
の
哭
を
終
え
る
）
卒

哭
（
す
な
わ
ち
、
葬
祭
を
終
え
て
吉
祭
を
成
す
）
成
事
の
後
に
、
神
主
は
そ
れ

ぞ
れ
そ
の
廟
に
戻
る
の
だ
。

【
注
】
（
二
十
葉
裏
四
行
）

老
聃
、
古
壽
考
者
之
號
也
、
與
孔
子
同
時
。
藏
諸
主
於
祖
廟
、
象
有
凶
事
者
聚

也
。
卒
哭
成
事
、
先
祔
之
祭
名
也
。

［
書
き
下
し
文
］

老
聃
は
、
古
の
寿
考
者
の
号
な
り
、
孔
子
と
時
を
同
じ
く
す
。
「
諸
を
祖
廟
に

蔵
す
」
は
、
凶
事
有
ら
ば
聚
る
に
象
る
な
り
。
「
卒
哭
成
事
」
は
、
祔
に
先
ん

ず
る
の
祭
名
な
り
。

［
現
代
語
訳
］

老
聃
は
、
昔
の
長
寿
だ
っ
た
者
の
呼
び
名
で
あ
り
、
孔
子
と
同
時
代
（
の
人
）

で
あ
る
。
「
諸
を
祖
廟
に
蔵
す
」
は
（
祖
廟
に
群
廟
の
神
主
が
集
ま
る
こ
と
で

あ
る
が
）
、
凶
事
（
葬
儀
）
が
あ
れ
ば
（
人
々
が
）
集
ま
る
の
に
象
っ
た
も
の

だ
。
「
卒
哭
成
事
」
は
、
祔
祭
（
合
祀
）
に
先
立
つ
祭
り
の
名
で
あ
る
。

【
疏
（
注
に
対
す
る
）
】
（
二
十
一
葉
表
五
行
）

○
正
義
曰
、
按
下
文
助
葬
於
巷
黨
、
老
聃
曰
丘
止
柩
。
又
莊
子
稱
孔
子
與
老
聃

對
言
、
是
與
孔
子
同
時
也
。
按
史
記
云
、
老
聃
、
陳
國
苦
縣
賴
鄉
曲
仁
里
人
①

也
。
爲
周
柱
下
史
、
或
爲
守
藏
史
。
鄭
注
論
語
云
、
老
聃
、
周
之
大
史
。
未
知
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所
出
。
云
象
有
凶
事
者
聚
也
者
、
此
實
凶
事
而
云
象
者
②
、
以
凶
事
生
人
自
聚
、

今
主
亦
集
聚
、
似
生
人
之
聚
、
故
云
象
也
。
云
卒
哭
成
事
先
祔
之
祭
名
也
者
、

檀
弓
云
、
卒
哭
曰
成
事
、
謂
漸
成
吉
事
。
檀
弓
又
曰
、
明
日
祔
于
祖
。
是
卒
哭

之
事
、
在
祔
祭
之
前
。
鄭
必
云
先
祔
之
祭
名
者
、
以
卒
哭
主
各
反
其
廟
者
、
爲

明
日
祔
時
、
須
以
新
死
者
祔
祭
於
祖
、
故
祖
主
先
反
廟
也
。

①
底
本
は
「
人
」
字
無
し
。
『
校
勘
記
』
引
く
浦
鏜
校
及
び
『
史
記
』
に

よ
り
「
人
」
字
を
補
う
。

②
底
本
は
「
者
」
字
な
し
。
八
行
本
に
よ
り
補
う
。

［
書
き
下
し
文
］

○
正
義
に
曰
く
、
按
ず
る
に
下
文19-18b

に
「
巷
黨
に
助
葬
し
、
老
聃
曰
く
、

丘
よ
柩
を
止
め
よ
」
と
。
又
た
『
荘
子
』
孔
子
と
老
聃
と
対
言
す
る
を
称
す
①
、

是
れ
「
孔
子
と
時
を
同
じ
く
す
る
」
な
り
。
按
ず
る
に
『
史
記
』
に
云
ふ
、
老

聃
、
陳
国
苦
県
賴
郷
曲
仁
里
の
人
な
り
。
周
の
柱
下
の
史
た
り
。
或
は
守
蔵
の

史
と
為
す
②
。
鄭
『
論
語
』
に
注
し
て
云
ふ
、
「
老
聃
、
周
の
大
史
な
り
」
と

③
。
未
だ
出
ず
る
所
を
知
ら
ず
。
「
凶
事
有
れ
ば
聚
る
に
象
る
な
り
」
と
云
ふ

は
、
此
れ
実
に
凶
事
に
し
て
象
る
と
云
ふ
は
、
凶
事
に
生
人
自
ら
聚
ま
り
、
今
、

主
も
亦
た
集
聚
し
、
生
人
の
聚
る
に
似
た
る
を
以
て
、
故
に
象
る
と
云
ふ
。「
卒

哭
成
事
は
、
祔
に
先
ん
ず
る
の
祭
名
な
り
」
と
云
ふ
は
、
檀
弓
に
云
ふ
、
「
卒

哭
を
成
事
と
曰
ふ
」
と
④
、
漸
く
吉
事
を
成
す
を
謂
ふ
。
檀
弓
又
た
曰
く
、「
明

日
祖
に
祔
す
」
と
④
。
是
れ
卒
哭
の
事
、
祔
祭
の
前
に
在
り
。
鄭
必
ず
「
祔
に

先
ん
ず
る
の
祭
名
」
と
云
ふ
は
、
卒
哭
を
以
て
主
各
お
の
其
の
廟
に
反
る
は
、

明
日
祔
す
る
時
、
須
ら
く
新
た
に
死
す
る
者
を
以
て
祖
に
祔
祭
す
べ
き
が
為
に
、

故
に
祖
主
先
ん
じ
て
廟
に
反
る
な
り
。

①
『
荘
子
』
の
天
地
、
天
道
、
天
運
、
田
子
方
、
知
北
遊
の
各
篇
に
は

孔
子
と
老
聃
の
対
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。

②
『
史
記
』
老
子
伝
「
老
子
者
、
楚
苦
縣
厲
鄉
曲
仁
里
人
也
。
姓
李
氏
、

名
耳
、
字
耼
、
周
守
藏
室
之
史
也
。
」
周
の
柱
下
の
史
で
あ
っ
た
と
す
る

の
は
、
『
列
仙
伝
』
巻
上
「
老
子
姓
李
名
耳
、
字
伯
陽
、
陳
人
也
。
生
於

殷
時
、
爲
周
柱
下
史
。
…
轉
爲
守
藏
史
。
…
諡
曰
聃
」
参
照
。「
守
蔵
史
」

「
柱
下
史
」
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
『
史
記
』
老
子
伝
索
隠
「
按
、
藏

室
史
、
周
藏
書
室
之
史
也
。
」
同
・
張
丞
相
列
伝
「
（
張
蒼
）
秦
時
爲
御

史
、
主
柱
下
方
書
」
索
隠
「
周
秦
皆
有
柱
下
史
、
謂
御
史
也
。
所
掌
及

侍
立
恆
在
殿
柱
之
下
、
故
老
子
為
周
柱
下
史
。
今
蒼
在
秦
代
亦
居
斯
職
」

参
照
。

③
『
論
語
』
述
而7-1a

「
竊
比
於
我
老
彭
」
の
釈
文7b

で
は
「
鄭
云
、

老
、
老
聃
。
彭
、
彭
祖
」
と
の
み
言
う
。

④
『
礼
記
』
檀
弓
下9-17a

「
葬
日
虞
、
弗
忍
一
日
離
也
。
是
月
也
、
以

虞
易
奠
。
卒
哭
曰
成
事
。
（
注17a7

：
既
虞
之
後
、
卒
哭
而
祭
。
其
辭
蓋

曰
哀
薦
。
成
事
、
成
祭
事
也
、
祭
以
吉
爲
成
。
）
是
日
也
、
以
吉
祭
易
喪

祭
。
（
注17b9

：
卒
哭
、
吉
祭
。
）
明
日
祔
于
祖
父
。
（
注17b10

：
祭
告

於
其
祖
之
廟
。
）
其
變
而
之
吉
祭
也
。
」

［
現
代
語
訳
］

○
正
義
に
曰
く
、
思
う
に
下
文
に
「
巷
黨
に
助
葬
し
、
老
聃
曰
く
、
丘
よ
柩
を

止
め
よ
」
と
あ
り
、
ま
た
『
荘
子
』
で
は
孔
子
と
老
聃
の
対
話
が
記
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
が
「
孔
子
と
時
を
同
じ
く
す
る
」
と
い
う
こ
と
だ
。
思
う
に
『
史
記
』

で
は
、
「
老
聃
は
、
陳
国
苦
県
賴
郷
曲
仁
里
の
人
で
、
周
の
柱
下
の
史
で
あ
っ
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た
。
或
い
は
守
蔵
の
史
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
」
と
言
わ
れ
て
お
り
、
鄭
玄
は
『
論

語
』
に
注
し
て
、
「
老
聃
は
、
周
の
大
史
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
（
周

の
大
史
で
あ
る
と
す
る
）
そ
の
典
拠
は
わ
か
ら
な
い
。
「
凶
事
有
れ
ば
聚
る
に

象
る
な
り
」
と
言
う
の
に
つ
い
て
、
こ
れ
が
実
際
に
凶
事
で
あ
る
の
に
「
象
る
」

と
言
う
の
は
、
凶
事
（
の
葬
儀
）
で
は
生
き
た
人
々
が
お
の
ず
と
集
ま
っ
て
く

る
が
、
今
、
（
群
廟
の
）
神
主
も
ま
た
集
合
し
て
、
生
き
た
人
々
が
集
ま
る
の

に
似
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
で
「
象
る
」
と
言
っ
た
の
だ
。
「
卒
哭
成
事
は
、
祔

に
先
ん
ず
る
の
祭
名
な
り
」
と
言
う
の
は
、
（
『
礼
記
』
）
檀
弓
篇
に
、
「
卒
哭

を
成
事
と
言
う
」
と
言
い
、
（
「
成
事
」
と
は
、
葬
祭
が
終
わ
り
）
し
だ
い
に

吉
事
を
成
し
て
い
く
こ
と
を
言
う
の
だ
。
檀
弓
篇
で
は
ま
た
、
「
（
卒
哭
の
）

明
日
に
祖
廟
に
祔
す
（
合
祀
す
る
）
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
卒
哭
の
事

は
、
祔
祭
の
前
に
在
る
と
い
う
こ
と
だ
。
（
こ
こ
で
）
鄭
玄
が
「
祔
に
先
ん
ず

る
の
祭
名
」
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
卒
哭
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で

神
主
が
各
々
そ
の
廟
に
戻
る
の
は
、
明
日
に
祔
祭
を
行
う
時
、
新
た
に
死
ん
だ

者
を
祖
廟
に
合
祀
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
故
に
祖
廟
の
神
主
が
そ
れ
に
先

ん
じ
て
廟
に
戻
る
か
ら
で
（
あ
っ
て
、
神
主
が
廟
に
戻
る
の
は
卒
哭
そ
れ
自
体

を
理
由
と
し
て
で
は
な
い
か
ら
で
）
あ
る
。

【
経
】
（
二
十
葉
裏
五
行
）

君
去
其
國
、
大
宰
取
羣
廟
之
主
以
從
、
禮
也
。

［
書
き
下
し
文
］

君
其
の
国
を
去
ら
ば
、
大
宰
群
廟
の
主
を
取
り
て
以
て
従
ふ
は
、
礼
な
り
。

［
現
代
語
訳
］

主
君
が
そ
の
国
を
（
失
っ
て
）
立
ち
去
る
に
際
し
て
は
、
大
宰
が
群
廟
の
神
主

を
取
り
出
し
て
（
主
君
に
）
付
き
従
う
の
が
、
礼
で
あ
る
。

【
注
】
（
二
十
葉
裏
六
行
）

鬼
神
、
依
人
者
也
。

［
書
き
下
し
文
］

鬼
神
は
、
人
に
依
る
者
な
れ
ば
な
り
。

［
現
代
語
訳
］

鬼
神
は
、
（
土
地
に
で
は
な
く
）
人
に
依
り
従
う
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

【
経
】
（
二
十
葉
裏
六
行
）

祫
祭
於
祖
、
則
祝
迎
四
廟
之
主
。

［
書
き
下
し
文
］

祖
に
祫
祭
す
れ
ば
、
則
ち
祝
、
四
廟
の
主
を
迎
ふ
。

［
現
代
語
訳
］

大
祖
（
の
廟
）
に
祫
祭
す
る
に
際
し
て
は
、
祝
が
、
（
高
祖
以
下
の
）
四
廟
の

神
主
を
迎
え
る
。

【
注
】
（
二
十
葉
裏
七
行
）

祝
、
接
神
者
也
。

［
書
き
下
し
文
］

祝
は
、
神
に
接
す
る
者
な
り
。

［
現
代
語
訳
］

礼記注疏訳注稿（十二）―曾子問第七（六）―（末永）
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祝
は
、
鬼
神
と
交
接
す
る
者
で
あ
る
。

【
疏
（
注
に
対
す
る
）
】
（
二
十
一
葉
表
十
行
）

○

正
義
曰
、
以
其
祫
祭
於
祖
、
是
祝
之
所
掌
之
事
、
故
祝
迎
四
廟
之
主
。
若

去
其
國
、
非
祭
祀
之
事
、
故
大
宰
取
羣
廟
之
主
以
從
、
鬼
神
依
人
故
也
。
祫
祭

於
祖
、
則
迎
四
廟
之
主
、
祝
主
接
神
、
故
迎
之
也
。
祫
、
合
祭
祖
大
祖
、
三
年

一
祫
。
謂
當
祫
之
年
、
則
祝
迎
高
曾
祖
禰
四
廟
、
而
於
大
祖
廟
祭
之
。
天
子
祫

祭
、
則
迎
六
廟
之
主
。
今
言
迎
四
廟
者
、
舉
諸
侯
言
也
。

［
書
き
下
し
文
］

○

正
義
に
曰
く
、
其
の
祖
に
祫
祭
す
る
は
、
是
れ
祝
の
掌
る
所
の
事
な
る
を

以
て
、
故
に
「
祝
、
四
廟
の
主
を
迎
ふ
」
。
其
の
国
を
去
る
が
若
き
は
、
祭
祀

の
事
に
非
ず
、
故
に
「
大
宰
群
廟
の
主
を
取
り
て
以
て
従
ふ
」
は
、
鬼
神
は
人

に
依
る
が
故
な
り
。
祖
に
祫
祭
す
れ
ば
、
則
ち
四
廟
の
主
を
迎
ふ
。
祝
は
神
に

接
す
る
を
主
る
、
故
に
之
を
迎
ふ
る
な
り
。
祫
は
、
祖
を
大
祖
に
合
祭
し
、
三

年
に
一
祫
す
①
。
祫
の
年
に
当
た
り
て
は
、
則
ち
祝
、
高
曾
祖
禰
の
四
廟
を
迎

へ
、
大
祖
の
廟
に
於
て
之
を
祭
る
を
謂
ふ
。
天
子
の
祫
祭
は
、
則
ち
六
廟
の
主

を
迎
ふ
。
今
「
四
廟
を
迎
ふ
」
と
言
ふ
は
、
諸
侯
を
挙
げ
て
言
ふ
な
り
。

①
祫
祭
に
つ
い
て
は
曾
子
問18-16b6

「
祭
過
時
不
祭
、
禮
也
」
の
疏
へ

の
注
①
参
照
。
「
三
年
（
歳
）
一
祫
」
は
『
説
苑
』
脩
文
、
『
礼
緯
・
稽

命
徴
』（
『
緯
書
集
成
』v.3p.61

参
照
）
等
に
見
え
、『
説
文
』
示
部1s11b

で
は
こ
れ
が
「
周
禮
曰
」
を
冠
し
て
引
か
れ
て
い
る
。

［
現
代
語
訳
］

○

正
義
に
曰
く
、
大
祖
（
の
廟
）
に
祫
祭
す
る
の
は
、
祝
が
掌
る
事
柄
で
あ

る
か
ら
、
そ
れ
で
「
祝
が
四
廟
の
神
主
を
迎
え
る
」
の
だ
。
（
主
君
が
）
そ
の

国
を
去
る
と
い
う
の
は
、
祭
祀
の
事
で
は
な
い
か
ら
、
そ
れ
で
（
祝
で
は
な
く
）

「
大
宰
が
群
廟
の
神
主
を
取
り
出
し
て
（
主
君
に
）
付
き
従
う
」
の
で
あ
る
が
、

（
そ
う
す
る
の
は
）
鬼
神
が
人
に
依
り
従
う
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
大
祖
（
の

廟
）
に
祫
祭
す
る
場
合
は
、
四
廟
の
神
主
を
（
大
祖
の
廟
に
）
迎
え
る
。
祝
は

鬼
神
に
交
接
す
る
こ
と
を
主
る
か
ら
、
（
祝
が
）
こ
れ
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。

祫
は
、
祖
先
を
大
祖
（
の
廟
）
に
合
祀
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
三
年
に
一
度
、

祫
祭
を
行
う
。
祫
祭
の
年
に
当
た
っ
て
は
、
祝
が
高
祖
、
曾
祖
、
祖
父
、
禰
（
ち

ち
）
の
四
廟
（
の
神
主
）
を
迎
え
て
、
大
祖
の
廟
に
お
い
て
こ
れ
ら
を
祭
る
こ

と
を
言
う
の
だ
。
天
子
（
は
七
廟
な
の
で
、
そ
）
の
祫
祭
で
は
、
六
廟
の
神
主

を
迎
え
る
の
で
あ
る
が
、
今
（
こ
こ
で
）
「
四
廟
を
迎
ふ
」
と
言
っ
て
い
る
の

は
、
諸
侯
を
（
例
に
）
挙
げ
て
言
っ
た
の
だ
。

【
経
】
（
二
十
葉
裏
七
行
）

主
出
廟
入
廟
必
蹕
。

［
書
き
下
し
文
］

主
、
廟
を
出
で
廟
に
入
る
に
必
ず
蹕
す
。

［
現
代
語
訳
］

神
主
が
廟
を
出
入
す
る
に
際
し
て
は
必
ず
先
ば
ら
い
を
す
る
。

【
注
】
（
二
十
葉
裏
七
行
）

蹕
、
止
行
者
①
。

①
底
本
は
「
者
」
を
「
也
」
に
作
る
。
八
行
本
に
従
い
改
め
る
。
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［
書
き
下
し
文
］

蹕
は
、
行
く
者
を
止
む
る
な
り
①
。

①
『
周
礼
』
天
官
・
閽
人
注7-22a5

同
じ
。
同
・
夏
官
・
隸
僕
の
鄭
司

農
注31-19b1

も
「
蹕
謂
止
行
者
」
と
言
い
、
鄭
玄
は
同
・
地
官
・
師
氏

14-6a2
で
も
「
蹕
、
止
行
人
」
と
注
し
て
い
る
。

［
現
代
語
訳
］

「
蹕
」
は
、
通
行
人
を
止
め
る
こ
と
で
あ
る
。

【
疏
】
（
二
十
一
葉
裏
二
行
）

主
出
廟
入
廟
必
蹕
、
主
謂
木
主
、
羣
廟
之
主
也
。
主
、
天
子
一
尺
二
寸
、
諸
侯

一
尺
。
出
廟
者
、
謂
出
己
廟
、
而
往
大
祖
廟
。
入
廟
、
謂
從
大
祖
廟
、
而
反
還

入
己
廟
。
若
在
廟
院
之
外
、
當
主
出
入
之
時
、
必
須
蹕
止
行
人
。
若
主
入
大
祖

廟
中
、
則
不
可
須
蹕
也
。
似
壓
於
尊
者
也
。
若
有
喪
及
去
國
、
無
蹕
禮
也
。

［
書
き
下
し
文
］

「
主
、
廟
を
出
で
廟
に
入
る
に
必
ず
蹕
す
」
と
は
、
主
は
木
主
を
謂
ふ
①
、
群

廟
の
主
な
り
。
主
、
天
子
は
一
尺
二
寸
、
諸
侯
は
一
尺
②
。
「
廟
を
出
ず
」
と

は
、
己
が
廟
を
出
で
て
、
大
祖
の
廟
に
往
く
を
謂
ふ
。
「
廟
に
入
る
」
は
、
大

祖
の
廟
従
り
、
反
還
し
て
己
が
廟
に
入
る
を
謂
ふ
。
若
し
廟
院
の
外
に
在
れ
ば
、

主
の
出
入
の
時
に
当
た
り
て
、
必
ず
須
ら
く
行
人
を
蹕
止
す
べ
し
。
若
し
主
、

大
祖
の
廟
中
に
入
れ
ば
、
則
ち
蹕
を
須
ふ
る
べ
か
ら
ず
。
尊
者
を
圧
す
る
に
似

た
れ
ば
な
り
。
喪
有
り
及
び
国
を
去
る
が
若
き
は
、
蹕
礼
無
き
な
り
。

①
こ
こ
で
「
木
主
」
と
限
定
し
て
い
る
の
は
、『
説
文
』
示
部1s8b

「
祏
、

宗
廟
主
也
。
…
一
曰
、
大
夫
以
石
爲
主
」
を
意
識
し
た
も
の
か
。
大
夫

に
石
主
が
あ
っ
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
『
春
秋
左
氏
伝
』
哀
公
十
六
年

伝

60-2b

「
（
孔
悝
）
使
貳
車
反
祏
於
西
圃
」
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
あ
る

が
、
許
慎
『
五
経
異
義
』（
『
通
典
』v.48

「
卿
大
夫
神
主
及
題
板
」
引
く
、

お
よ
び
『
太
平
御
覧
』v.531

「
神
主
」
引
く
）
、
鄭
玄
『
駁
五
経
異
義
』

（
『
左
氏
伝
』
疏60-3a2

引
く
）
と
も
に
大
夫
に
は
神
主
が
な
か
っ
た
と

す
る
（
鄭
玄
説
に
つ
い
て
は
ま
た
『
礼
記
』
祭
法
注46-8b10

参
照
）
。

神
主
に
木
を
用
い
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
『
礼
記
』
曲
礼
下
疏4-21a8

引

く
『
白
虎
通
』
の
佚
文
に
「
主
用
木
、
木
有
始
終
、
又
與
人
相
似
也
」

と
見
え
て
い
る
（
『
通
典
』v.48

「
天
子
皇
后
及
諸
侯
神
主
」
引
く
『
白

虎
通
』
ほ
ぼ
同
じ
）
。
な
お
、
木
主
に
用
い
る
木
に
つ
い
て
は
『
春
秋
公

羊
伝
』
文
公
二
年
伝13-4a

に
「
主
者
曷
用
。
虞
主
用
桑
、
練
主
用
栗
」

と
あ
る
。

②
『
礼
記
』
曲
礼
下
疏4-21a9

引
く
『
五
経
異
義
』
に
「
主
狀
正
方
、

穿
中
央
、
達
四
方
。
天
子
長
尺
二
寸
、
諸
侯
長
一
尺
」
と
あ
り
、
同
様

の
規
定
は
『
春
秋
公
羊
伝
』
文
公
二
年
何
休
注

13-3b9

、
お
よ
び
同
年

の
『
春
秋
穀
梁
伝
』
范
寧
注10-2b4

に
も
見
え
て
い
る
。

［
現
代
語
訳
］

「
主
、
廟
を
出
で
廟
に
入
る
に
必
ず
蹕
す
」
と
は
、
「
主
」
は
木
製
の
神
主
で

あ
り
、
群
廟
の
神
主
の
こ
と
を
言
う
。
神
主
（
の
長
さ
）
は
、
天
子
は
一
尺
二

寸
、
諸
侯
は
一
尺
で
あ
る
。
「
廟
を
出
ず
」
と
は
、
自
分
の
廟
を
出
て
、
大
祖

の
廟
に
往
く
こ
と
を
言
う
。
「
廟
に
入
る
」
は
、
大
祖
の
廟
か
ら
、
帰
還
し
て

自
分
の
廟
に
入
る
こ
と
を
言
う
。（
そ
の
際
に
）
廟
の
敷
地
の
外
に
お
い
て
は
、

神
主
の
出
入
の
時
に
当
た
っ
て
、
必
ず
先
ば
ら
い
し
て
道
行
く
人
を
止
め
る
の
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で
あ
る
。
神
主
が
大
祖
の
廟
中
に
入
れ
ば
、
先
ば
ら
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

尊
者
（
た
る
太
祖
）
を
圧
す
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
（
祫
祭
以

外
の
）
喪
が
あ
っ
た
場
合
、
疏
国
を
去
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
先
ば
ら
い
す
る

礼
を
行
わ
な
い
。

【
経
】
（
二
十
葉
裏
八
行
）

老
聃
云
①
。

①
底
本
は
「
云
」
字
を
欠
く
。
八
行
本
に
よ
り
補
う
。

［
書
き
下
し
文
］

老
聃
云
ふ
。

［
現
代
語
訳
］

（
以
上
の
よ
う
に
）
老
聃
は
言
っ
た
の
だ
。

【
疏
】
（
二
十
一
葉
裏
五
行
）

○
老
聃
云
、
從
上
天
子
崩
以
下
、
至
出
廟
入
廟
必
蹕
以
上
、
皆
是
老
聃
所
云
、

結
上
義
也
。

［
書
き
下
し
文
］

○
「
老
聃
云
ふ
」
は
、
上
の
「
天
子
崩
ず
」
従
り
以
下
、
「
廟
を
出
で
廟
に
入

る
に
必
ず
蹕
す
」
に
至
る
よ
り
以
上
、
皆
な
是
れ
老
聃
の
云
ふ
所
、
上
義
を
結

ぶ
な
り
。

［
現
代
語
訳
］

○
「
老
聃
云
ふ
」
は
、
上
文
の
「
天
子
崩
ず
」
よ
り
以
下
、
「
廟
を
出
で
廟
に

入
る
に
必
ず
蹕
す
」
に
至
る
ま
で
が
、
み
な
老
聃
の
言
っ
た
も
の
で
（
あ
る
こ

と
を
示
し
）
、
上
の
内
容
を
締
め
括
る
の
だ
。

【
経
】
（
二
十
葉
裏
八
行
）

○

曾
子
問
曰
、
古
者
師
行
無
遷
主
、
則
何
主
。
孔
子
曰
、
主
命
。
問
曰
、
何

謂
也
。
孔
子
曰
、
天
子
諸
侯
將
出
、
必
以
幣
帛
皮
圭
、
告
于
祖
禰
、
遂
奉
以
出
、

載
于
齊
車
以
行
、
毎
舍
奠
焉
、
而
后
就
舍
。
反
必
告
設
奠
。
卒
、
斂
幣
玉
、
藏

諸
兩
階
之
間
、
乃
出
。
蓋
貴
命
也
。

［
書
き
下
し
文
］

○

曾
子
問
ひ
て
曰
く
、
古
者
師
行
す
る
に
遷
主
無
く
ん
ば
、
則
ち
何
を
か
主

と
す
、
と
。
孔
子
曰
く
、
命
を
主
と
す
、
と
。
問
ひ
て
曰
く
、
何
の
謂
ひ
ぞ
や
、

と
。
孔
子
曰
く
、
天
子
諸
侯
将
に
出
で
ん
と
す
れ
ば
、
必
ず
幣
帛
皮
圭
を
以
て
、

祖
禰
に
告
げ
、
遂
に
奉
り
て
以
て
出
で
、
斉
車
に
載
せ
て
以
て
行
く
、
舍
毎
に

焉
に
奠
き
、
而
る
后
に
舍
に
就
く
。
反
れ
ば
必
ず
告
げ
、
奠
を
設
く
。
卒
れ
ば
、

幣
玉
を
斂
め
、
諸
を
両
階
の
間
に
蔵
し
、
乃
ち
出
ず
。
蓋
し
命
を
貴
ぶ
な
り
、

と
。

［
現
代
語
訳
］

○

曾
子
が
質
問
し
て
言
う
、
昔
は
軍
旅
に
出
る
に
際
し
て
遷
主
が
な
か
っ
た

場
合
、
何
を
神
主
と
（
し
て
携
行
）
す
る
の
で
す
か
。
孔
子
は
言
う
、
（
祖
先

か
ら
の
）
命
を
神
主
（
の
か
わ
り
）
と
す
る
の
だ
。
（
曾
子
は
）
質
問
し
て
言

う
、
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。
孔
子
は
言
う
、
天
子
諸
侯
が
（
軍
旅
）
に
出
る

に
際
し
て
は
、
必
ず
幣
帛
と
獣
皮
、
圭
と
を
用
い
て
、
祖
禰
（
の
廟
）
に
告
げ
、

そ
の
ま
ま
捧
げ
持
っ
て
（
祖
禰
の
廟
か
ら
）
出
で
、
斉
車
に
載
せ
て
携
行
し
、

駐
留
す
る
ご
と
に
（
ま
ず
）
こ
れ
に
供
え
物
を
し
て
、
そ
の
後
に
駐
留
す
る
の
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だ
。
帰
還
す
れ
ば
必
ず
（
祖
禰
の
廟
に
）
告
げ
、
供
え
物
を
置
く
。
（
祖
禰
に

告
げ
る
こ
と
が
）
終
わ
れ
ば
、
（
携
帯
し
た
）
幣
玉
を
ま
と
め
て
、
こ
れ
を
両

階
の
間
に
埋
蔵
し
て
、
（
祖
禰
の
廟
）
を
出
る
の
だ
。
（
こ
れ
は
）
思
う
に
（
祖

禰
の
）
命
を
貴
ぶ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

【
注
】
（
二
十
一
葉
表
一
行
）

以
脯
醢
禮
神
、
乃
敢
即
安
也
。
所
告
而
不
以
出
、
即
埋
之
。

［
書
き
下
し
文
］

脯
醢
を
以
て
神
を
礼
し
、
乃
ち
敢
て
安
に
即
く
な
り
。
告
ぐ
る
所
に
し
て
以
て

出
で
ざ
れ
ば
、
即
ち
之
を
埋
む
。

［
現
代
語
訳
］

脯
醢
を
用
い
て
神
霊
に
礼
し
て
か
ら
、
よ
う
や
く
休
息
す
る
の
で
あ
る
。
（
祖

禰
に
）
告
げ
る
の
に
用
い
た
幣
帛
で
携
行
し
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
（
告
げ

る
儀
式
の
後
に
）
す
ぐ
に
埋
め
て
し
ま
う
。

【
疏
】
（
二
十
一
葉
裏
五
行
）

○
孔
子
曰
主
命
者
、
孔
子
言
、
天
子
諸
侯
將
出
、
既
無
遷
主
、
乃
以
幣
帛
及
皮

圭
、
告
于
祖
禰
之
廟
、
遂
奉
以
出
行
、
載
于
齊
車
、
以
象
受
命
、
故
云
主
命
。

○
將
出
至
命
也
○
以
曾
子
不
解
主
命
之
意
、
故
孔
子
荅
以
主
命
之
義
。
云
天
子

諸
侯
將
出
、
必
以
幣
帛
皮
圭
、
告
于
祖
禰
之
廟
。
告
訖
、
遂
奉
此
幣
帛
皮
圭
、

以
出
於
廟
、
載
于
齊
車
金
路
以
行
。
毎
至
停
舍
之
處
、
先
以
脯
醢
、
奠
此
幣
帛

皮
圭
、
而
後
始
就
停
舍
之
處
。
行
還
反
後
、
必
陳
此
幣
帛
皮
圭
於
祖
禰
主
前
、

以
告
神
、
又
設
奠
。
祭
既
卒
、
斂
此
幣
帛
皮
圭
、
埋
諸
兩
階
之
間
、
乃
後
而
出
。

盖
貴
此
主
命
故
也
。

［
書
き
下
し
文
］

○
「
孔
子
曰
く
、
命
を
主
と
す
」
と
は
、
孔
子
言
ふ
、
天
子
諸
侯
将
に
出
で
ん

と
す
る
に
、
既
に
遷
主
無
く
ん
ば
、
乃
ち
幣
帛
及
び
皮
圭
を
以
て
、
祖
禰
の
廟

に
告
げ
、
遂
に
奉
り
て
以
て
出
で
て
行
き
、
斉
車
に
載
せ
、
以
て
命
を
受
く
る

に
象
る
、
故
に
「
命
を
主
と
す
」
と
云
ふ
。
○
「
将
出
」
よ
り
「
命
也
」
に
至

る
ま
で
。
○
曾
子
、
命
を
主
と
す
る
の
意
を
解
さ
ざ
る
を
以
て
、
故
に
孔
子
荅

ふ
る
に
命
を
主
と
す
る
の
義
を
以
て
す
。
云
は
く
、
天
子
諸
侯
将
に
出
で
ん
と

す
れ
ば
、
必
ず
幣
帛
皮
圭
を
以
て
、
祖
禰
の
廟
に
告
ぐ
。
告
ぐ
る
こ
と
訖
れ
ば
、

遂
に
此
の
幣
帛
皮
圭
を
奉
り
て
、
以
て
廟
を
出
で
、
斉
車
金
路
に
載
せ
て
以
て

行
く
。
停
舍
の
処
に
至
る
毎
に
、
先
ず
脯
醢
を
以
て
、
此
の
幣
帛
皮
圭
に
奠
き
、

而
る
後
に
始
め
て
停
舍
の
処
に
就
く
。
行
き
て
還
反
す
る
の
後
、
必
ず
此
の
幣

帛
皮
圭
を
祖
禰
の
主
前
に
陳
ね
、
以
て
神
に
告
げ
、
又
た
奠
を
設
く
。
祭
る
こ

と
既
に
卒
れ
ば
、
此
の
幣
帛
皮
圭
を
斂
め
て
、
諸
を
両
階
の
間
に
埋
め
、
乃
ち

後
に
出
ず
。
盖
し
此
の
主
命
を
貴
ぶ
が
故
な
り
。

［
現
代
語
訳
］

○
「
孔
子
曰
く
、
命
を
主
と
す
」
と
は
、
孔
子
が
言
う
に
は
、
天
子
諸
侯
が
軍

旅
に
出
る
に
際
し
て
、（
携
行
す
べ
き
）
遷
主
が
（
ま
だ
）
な
か
っ
た
な
ら
ば
、

幣
帛
皮
圭
を
用
い
て
、
祖
禰
の
廟
に
告
げ
、
（
告
げ
た
後
に
）
そ
の
ま
ま
捧
げ

持
っ
て
出
で
行
き
、
斉
車
に
載
せ
て
、
そ
う
し
て
（
祖
禰
か
ら
）
命
を
受
け
た

こ
と
を
象
徴
す
る
と
の
こ
と
だ
。
だ
か
ら
「
命
（
を
受
け
た
こ
と
を
象
徴
す
る

も
の
）
を
主
（
の
か
わ
り
）
と
す
る
」
と
言
う
の
だ
。
○
「
将
出
」
よ
り
「
命

也
」
に
至
る
ま
で
。
○
曾
子
が
「
命
を
主
と
す
」
の
意
味
を
解
さ
な
か
っ
た
の
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で
、
そ
こ
で
孔
子
が
「
命
を
主
と
す
」
の
意
味
を
答
え
た
の
だ
。
（
孔
子
が
）

言
う
に
は
、
天
子
諸
侯
が
軍
旅
に
出
る
に
際
し
て
、
必
ず
幣
帛
皮
圭
を
用
い
て
、

祖
禰
の
廟
に
告
げ
、
告
げ
る
こ
と
が
終
わ
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
そ
の
幣
帛
と
獣
皮
、

圭
を
捧
げ
持
っ
て
廟
を
出
で
、
斉
車
金
路
に
載
せ
て
携
行
す
る
。
駐
留
す
る
場

所
に
至
る
ご
と
に
、
先
ず
脯
醢
（
干
し
肉
と
塩
辛
）
を
、
こ
の
幣
帛
皮
圭
に
供

え
置
き
、
そ
れ
か
ら
駐
留
す
る
の
だ
。
軍
旅
か
ら
還
反
し
た
後
で
は
、
必
ず
こ

の
幣
帛
皮
圭
を
祖
禰
の
神
主
の
前
に
陳
ね
て
、
（
祖
先
の
）
神
霊
に
報
告
し
、

さ
ら
に
供
え
物
を
設
け
て
祭
る
。
（
こ
の
報
告
の
儀
式
が
）
終
わ
れ
ば
、
こ
の

幣
帛
皮
圭
を
ま
と
め
て
、
こ
れ
を
両
階
の
間
に
埋
め
、
そ
の
後
に
（
祖
禰
の
廟

か
ら
）
退
出
す
る
。
（
こ
の
よ
う
に
す
る
の
は
）
思
う
に
こ
の
神
主
の
命
を
貴

ぶ
が
た
め
で
あ
ろ
う
。

【
疏
（
注
に
対
す
る
）
】
（
二
十
一
葉
裏
九
行
）

○
正
義
曰
、
經
云
毎
舍
奠
焉
、
以
其
在
路
不
可
恒
設
牲
牢
、
故
知
以
脯
醢
也
。

與
殯
奠
同
、
謂
之
奠
、
以
其
無
尸
故
也
。
云
所
告
而
不
以
出
、
即
埋
之
者
、
皇

氏
云
、
謂
有
遷
主
者
、
直
以
幣
帛
告
神
、
而
不
將
幣
帛
以
出
行
、
即
埋
之
兩
階

之
間
。
無
遷
主
者
、
加
之
以
皮
圭
、
告
於
祖
禰
、
遂
奉
以
出
。
熊
氏
以
爲
毎
告

一
廟
、
以
一
幣
玉
。
告
畢
、
若
將
所
告
遠
祖
幣
玉
行
者
、
即
載
之
而
去
、
若
近

祖
幣
玉
不
以
出
者
、
即
埋
之
。
以
其
反
還
之
時
、
以
此
載
行
幣
玉
、
告
於
遠
祖

事
畢
、
則
埋
於
遠
祖
兩
階
間
。
其
近
祖
以
下
、
直
告
祭
而
已
、
不
陳
幣
玉
也
。

［
書
き
下
し
文
］

○
正
義
に
曰
く
、
経
に
「
舍
毎
に
焉
を
奠
く
」
と
云
ひ
、
其
の
路
に
在
り
て
は

恒
に
牲
牢
を
設
く
べ
か
ら
ざ
る
を
以
て
、
故
に
脯
醢
を
以
て
す
る
を
知
る
な
り
。

殯
奠
と
同
じ
く
、
之
を
奠
と
謂
ふ
は
、
其
の
尸
無
き
を
以
て
の
故
な
り
①
。「
告

ぐ
る
所
に
し
て
以
て
出
で
ざ
れ
ば
、
即
ち
之
を
埋
む
」
と
云
ふ
は
、
皇
氏
云
ふ
、

「
謂
ふ
こ
こ
ろ
は
遷
主
有
れ
ば
、
直
だ
幣
帛
を
以
て
神
に
告
げ
②
、
幣
帛
を
将

（
も
つ
）
て
以
て
出
で
行
か
ず
、
即
ち
之
を
両
階
の
間
に
埋
む
。
遷
主
無
く
ん

ば
、
之
に
加
ふ
る
に
皮
圭
を
以
て
、
祖
禰
に
告
げ
、
遂
に
奉
り
て
以
て
出
ず
」

と
。
熊
氏
以
為
ら
く
一
廟
に
告
ぐ
る
毎
に
、
一
幣
玉
を
以
て
す
。
告
ぐ
る
こ
と

畢
り
、
若
し
遠
祖
③
に
告
ぐ
る
所
の
幣
玉
を
将
（
も
つ
）
て
行
か
ば
、
即
ち
之

を
載
せ
て
去
り
、
若
し
近
祖
の
幣
玉
に
し
て
以
て
出
で
ざ
れ
ば
、
即
ち
之
を
埋

む
。
其
の
反
還
の
時
を
以
て
、
此
の
載
行
の
幣
玉
を
以
て
、
遠
祖
に
告
ぐ
る
の

事
畢
れ
ば
、
則
ち
遠
祖
の
両
階
の
間
に
埋
む
。
其
の
近
祖
以
下
は
、
直
だ
告
祭

す
る
の
み
に
し
て
、
幣
玉
を
陳
ね
ざ
る
な
り
。

①
『
礼
記
』
檀
弓
下9-17a

に
「
葬
日
虞
、
弗
忍
一
日
離
也
。
是
月
也
、

以
虞
易
奠
」
と
あ
り
、
埋
葬
後
の
虞
祭
か
ら
「
奠
」
が
饗
尸
に
か
わ
る

こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

②
告
に
幣
帛
を
用
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
本
篇18-6b

「
凡
告
用
牲
幣
、

反
亦
如
之
。
」
注

6a1

「
牲
當
爲
制
、
字
之
誤
也
。
制
幣
、
一
丈
八
尺
」

参
照
。

③
「
遠
祖
」
の
語
は
『
春
秋
公
羊
伝
』
荘
公
四
年
伝6-11a

に
見
え
る
が
、

単
に
「
遠
い
祖
先
」
の
意
味
。
こ
こ
で
は
祖
父
、
父
を
「
近
祖
」
と
し
、

曾
祖
以
上
を
「
遠
祖
」
と
し
て
い
る
か
。

［
現
代
語
訳
］

○
正
義
に
曰
く
、
経
文
に
「
舍
毎
に
焉
を
奠
く
」
と
言
っ
て
お
り
、
軍
旅
に
あ

っ
て
は
常
に
犠
牲
の
動
物
を
準
備
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
脯
醢
を
供
え
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る
と
分
か
る
の
だ
。
殯
奠
（
殯
の
供
え
物
）
と
同
じ
く
、
こ
れ
を
「
奠
」
と
呼

ぶ
の
は
、
尸
（
か
た
し
ろ
）
が
立
て
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
告
ぐ
る
所
に

し
て
以
て
出
で
ざ
れ
ば
、
即
ち
之
を
埋
む
」
と
言
う
の
は
、
皇
侃
は
、
「
遷
主

が
あ
れ
ば
、
た
だ
幣
帛
を
用
い
て
（
祖
禰
の
）
神
霊
に
告
げ
、
そ
の
幣
帛
を
携

え
て
出
行
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
す
ぐ
に
こ
れ
を
両
階
の
間
に
埋
め
、
遷
主
が
無

け
れ
ば
、
こ
れ
に
皮
圭
を
加
え
て
、
祖
禰
に
告
げ
、
そ
の
ま
ま
捧
げ
持
っ
て
出

行
す
る
こ
と
を
言
っ
た
も
の
だ
」
と
言
っ
て
い
る
。
熊
安
生
は
次
の
よ
う
に
考

え
る
。
「
一
つ
の
廟
に
告
げ
る
ご
と
に
、
一
セ
ッ
ト
の
幣
玉
を
用
い
る
。
告
げ

る
こ
と
が
終
わ
り
、
も
し
遠
祖
に
告
げ
た
時
の
幣
玉
を
携
行
す
る
な
ら
ば
、
す

ぐ
に
そ
れ
を
（
斉
車
に
）
載
せ
て
出
立
し
、
も
し
近
祖
へ
の
幣
玉
で
あ
っ
て
こ

れ
を
携
行
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
す
ぐ
に
こ
れ
を
埋
め
る
。
帰
還
し
た
時
に
、

そ
の
携
行
し
た
幣
玉
を
用
い
て
、
遠
祖
に
告
げ
る
儀
式
が
終
わ
れ
ば
、
（
こ
の

幣
玉
を
）
遠
祖
の
両
階
の
間
に
埋
め
る
。
近
祖
以
下
に
対
し
て
は
、
た
だ
（
帰

還
の
旨
を
伝
え
る
）
告
祭
を
す
る
だ
け
で
、
幣
玉
を
な
ら
べ
る
こ
と
は
し
な
い

の
だ
。
」

（
付
記
）
本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
１
７
Ｋ
０
２
２
０
６
に
よ
る
成
果
の
一

部
で
あ
る
。

礼記注疏訳注稿（十二）―曾子問第七（六）―（末永）


